
家
ゆ
£
局
、
。
ル

第

明
初
の
捨
密
王
家
に
つ
い
て

i
i成
踏
の
コ
ム
ル
経
費

l
i

一一一一
出

精

言

成
組
と
昨
間
後
五
家

脇
市
密
王
沌
納
失
援
の
一
挙
銭

明
初
の
叫
噌
密
王
家
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
僻
概
観

話

相

語

緒

ー
にコ

一
容
第
一
様

永

昭
和
一
二
十
λ
年
七
月
護
符

フ{j

議

典
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コ
ム
ル
は
天
山
山
援
の
最
東
端
の
南
麓
に
位
す
る
大
オ
ア
シ
ス
で
み
る
。
古
く
か
ら
東
西
交
識
の
要
衝
で
あ
づ
た
こ
と
は
銃
に
知
ら
れ
て
い

①

わ

V
Q
a
 

ヱ

中
闘
に
於
い
て
は
、
灘
代
よ
り
伊
志
向
慮
或
は
伊
吾
と
い
わ
れ
、
藤
代
に
は
伊
州
の
壁
か
れ
た
所
で
あ
る
が
、
携
の
議
租
の
時
に
拾
密
と
名
付



2 

仏
市
密
(
出
血
・
5
む
は
恐
ら
く
豪
古
語
名
同
r州
吉
正
に
由
来
し
、

①
 

時
の
ト
ル
コ
語
名

O
白

5
巳
が
抗
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

松
村
潤
氏
は
、
明
代
の
コ
ム
ル
の
研
究
は
重
要
な
意
義
を
持
ち
、
特
に
そ
こ
に
存
在
し
た
王
家
の
史
的
性
格
に

つ
い
て
は
考
究
を
要
す
る
問

@
 

題
で
あ
る
と
し
て
、
「
明
代
恰
密
王
家
の
起
原
」
に
つ
い
て
論
考
を
設
表
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
ベ
リ
オ
氏
は
ラ
シ
ッ
ド

・
ウ
デ
ィ
ン
に
み
え
る

け
ら
れ
現
在
に
至
る
ま
で
こ
れ
が
遇
稽
と
な
っ
た
。

コ
ム
ル

(0
0
5
C
C
は
嘗

曲
玉
出
伯
に
比
定
さ
れ
る
の
}
阿
佐
σ此
目
の
子
の
問
。

z
r
F及
、ひ

Z
O
Bム
ロ
ロ

が
、
元
史
に
み
え
る
粛
王
寛
徹
と
幽
玉
繭
忽
里
に
比
定
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
』
そ
-
つ
し
て
恰
密
王
家
の
始
租
す
な
わ
ち
元
時
威
武
(
西
寧
)
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
粛
王
に
進
め
ら
れ
た
所
の
、
冗
納
失
皇

@
 

(
己
口
白
血

r
E
)
は
チ
ュ
ベ
イ
(
出
伯
の

rcゲ
位
。
に
出
自
す
る
と
み
た
の
で
あ
っ
た
。
チ
ュ
ベ
イ
は
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
の
孫
ア
ル
グ

(
阿
魯
忽

〉一閃

E
)
の
子
で
あ
る
が
、
封
カ
イ
ド
(
海
都
)
戟
の
軍
功
に
よ

っ
て
元
朝
か
ら
威
武
西
寧
王
に
封
ぜ
ら
れ

(大
徳
八
年
・
一

三
O
四
)
園
王

①
 

に
進
め
ら
れ
た
(
大
徳
十
一
年
・
一
三

O
七
〉
と
い
う。

松
村
氏
は
乙
の
ベ
リ
オ
氏
の
考
定
を
確
認
し
た
も
の
で
、
出
伯
・
晴
忽
星
に
始
ま
る

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
繭
玉
寛
微
は
幽
玉
、
威
武
西
寧
王
と
共
に
元
史
に
見
え
る
が
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
恰
密
王
家
の
始
祖
冗
納
失
里

円
〆
U

閥
王
の
系
譜
そ
跡
付
け
、
威
武
西
寧
玉
、
西
寧
王
は
こ
れ
に
密
接
な
閥
係
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
封
領
が
粛
州
よ
り
沙
瓜
州
方
面
に

と
の
閥
係
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
以
上
の
こ
と
と
明
寧
が
洪
武
二
十
四
年
(
一
三
九

一
)
に

コ
ム
ル
を
征
略
し
た
際
に
恰
密
王

冗
納
失
呈
と
共
に
幽
王
が
そ
こ
に
居
た
と
い
う
事
貫
か
ら
、
ベ
リ
オ
氏
の
比
定
は
安
嘗
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ベ

リ
オ
、

松
村
氏
の
考
定
を
疑
う
も
の
で
は
な
い
が
、
喰
密
王
家
の
起
原
に
闘
し
て
は
未
解
決
の
問
題
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
考
定
に
於
い

て
始
租
冗
納
失
旦
は
元
時
威
武
西
寧
王
に
封
ぜ
ら
れ
粛
王
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
。
明
の
成
租
は
永
築
二
年
に
喰
密
王
安

克
帖
木
見
(
〉
ロ

m
E
叶
臥
B
U
H
)

を
忠
順
王
に
封
じ
た
が
、
皇
明
貫
録
(
以
後
貫
録
と
稽
す
)
は
そ
の
こ
と
に
寄
せ
て
、
「
安
克
帖
木
児
兄
忽
納

失
星

v

元
封
威
武
王

u

改
封
粛
玉
。

忽
納
失
星
卒
。

安
克
帖
木
見
繕
震
粛
王

ω

」

(太
宗
貫
録
径
二
九
)
と
記
し
て
い
る
。

ベ
リ
オ
、
松
村
氏

一
‘
洪
武
期
に
み
え
る
冗
納
失
星
(ロ
ロ
g
r
E
)

あ
る
こ
と
を
論
援
と
し
、
か
つ
前
提
と
し
て
い
る
。

は

は
こ
の
安
克
帖
木
見
の
兄
忽
納
失
星

(Z-EE臼
Era-F
八
回

5
2
Y
E〉
と
同
一
人
で」



な
る
ほ
ど
太
租
〈
洪
武
)
貫
録
に
は
冗
納
失
星
が
一
克
時
粛
王
等
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
冗
納
失
星
か
ら
自
己
の
前

歴
を
明
ら
か
に
す
る
上
表
が
明
に
な
さ
れ
ず
、
明
も
亦
そ
れ
を
確
認
す
る
機
曾
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
@
し
か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
史
に
は
冗
納
失
呈
(
納
忽
星
)
が
元
末
よ
り
コ
ム
ル
に
錬
成
し
て
い
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
が
、
太
極

貫
録
に
「
暗
梅
塁
王
」
す
な
わ
ち
暗
密
王
と
み
え
始
め
る
(
洪
武
二
十
三
年
)
以
前
に
於
け
る
、
彼
の
所
在
を
考
え
る
時
、
元
時
粛
王
と
し
て

最
も
開
係
の
深
い
河
西
に
は
勿
論
の
こ
と
、
コ
ム
ル
に
も
居
た
可
能
性
は
少
な
く
、
む
し
ろ
洪
武
十
七
年
頃
に
は
元
君
脱
古
思
帖
木
見
曜
下
の

大
酉
と
し
て
和
林
(
阿

P
R担
問

Z
2
5
)
方
面
に
居
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
察
し
、
少
く
と
も
そ
の
中
に
元
時
粛
王
等
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
安
嘗
で
あ
る
謹
左
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

コ
ム
ル
に
銀
成
す

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
嘗
っ
て
、

t

恰
密
王
家
の
始
祖
冗
納
失
呈
の
事
蹟
を
考
察
す
る
。
更
に
成
租
の
コ
ム
ル
経
轡
に
関
連
し
つ

，っ
、
明
代
恰
密
王
家
に
つ
い
て
そ
の
史
的
性
格
の
研
究
に
閲
す
る
序
説
的
意
味
に
於
い
て
、
明
初
(
洪
武
・
永
築
)
の
恰
密
王
家
と
そ
の
周
迭

の
考
察
を
試
み
る
。

~3"':'" 

成
租
と
暗
密
王
家

成
組
の
ひ
と
と
な
り
は
、
明
史
成
租
本
紀
の
胃
頭
に
「
智
勇
大
略
、
能
推
誠
任
人
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
成
租
に
し
て
コ
ム
ル
の
経
営

は
着
手
さ
れ
た
。
こ
の
地
が
蒙
古
を
東
西
南
の
三
面
よ
り
押
し
包
む
所
の
、
西
面
の
一
翼
で
あ
る
と
共
に
、
西
域
に
通
ず
る
要
衝
で
あ
る
乙
と

@
 

を
考
え
一れ
ほ
、
そ
の
経
畿
は
重
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
質
成
租
は
即
位
直
後
に
こ
れ
を
計
蓋
し
賀
行
に
移
し
て
い
る
。
そ
の
経
営
は
一

途
に
暗
密
王
家
の
憤
柔
に
指
向
さ
れ
た
。

明
史
巻
三
二
九
、
西
域
て
暗
密
衛
(
以
後
暗
密
衡
俸
と
稿
す
)
の
傑
に
、

洪
武
中
、
太
租
既
定
畏
冗
見
地
、
置
安
定
等
街
、
漸
逼
暗
密
。
安
克
帖
木
見
曜
特
納
款
。
成
租
初
遺
官
招
稔
之
、
許
其
以
馬
市
易
。
郎
遺
使

来
朝
、
貢
馬
百
九
十
匹
。
永
築
元
年
十
一
月
至
京
。
帝
喜
賜
変
有
加
、

3 



4 

と
あ
る
。
明
の
太
租
が
安
定
衛
等
を
置
い
た
の
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
撒
星
畏
冗
見

(ω
耳目
m
r
d
-
m
r
R
今
の
青
海
方
面
)
で
、

「
安
克
帖
木
見
健
伸
明
納
款
」
と
は
恰
梅
里
を
コ
ム
ル
の
こ
と
と
考
え
な
か
っ
た
明
史
編
者

こ
の
こ

と
は
同
じ
明
史
容
三
三

O
、
安
定
街
侍
に
み
え
る
。

の
調
自
の
考
え
で
あ
っ
て
、
成
租
が
初
め
て
コ
ム
ル
を
招
識
し
た
の
で
は
な
い
。
貫
録
の
永
築
元
年
十
月
甲
子
〈
二
十
日
)
の
傑
に
、

勅
甘
粛
線
兵
官
左
都
督
宋
日
成
目
。
知
暗
密
安
克
帖
木
見
遣
人
貢
馬

爾
己
差
人
選
京
。
其
頭
目
所
貢
者
、

可
選
善
馬
迭
来
、

徐
皆
以
給
軍

土
O
i
-
-
-
(太
宗
貫
録
省
二
三
)

と
あ
る
が
、
十
一
月
甲
午
(
二
十
日
〉
の
傑
に
は
、

恰
密
安
克
帖
木
見
遣
使
臣
馬
喰
木
沙
湾
都
思
等
来
朝
、
責
馬
百
九
十
匹
。
先
是
、
上
遺
使
臣
亦
卜
刺
金
等
、
変
詔
往
喰
密
撫
議
、

且
許
以
馬

人
中
園
市
易
。

至
是
、
来
朝
貢
馬
。
:
:
:
(
巻
二
四
〉

と
あ
り

そ
の
閏
十
一
月
壬
成
(
十
九
日
)
の
傑
に
よ
れ
ば

安
克
帖
木
見
と
そ
の
使
臣
馬
喰
木
沙
湾
都
思
(
冨
与
ヨ
昆
臼
g
r
Zロ
'
E

G
E
)
に
賜
物
の
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
貫
録
の
洪
武
三
十
五
年
八
月
丁
丑
(
二
十
六
日
)

①
 

ど
の
諸
部
曾
に
、
成
租
は
使
い
を
遺
し
た
と
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
時
コ
ム
ル
に
は
亦
ト
刺
金
(
早
芯

E
S〉
等
を
派
遣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
翌
永
幾
元
年
十
月
に
、
安
克
帖
木
見
が
遺
使
過
賞
し
て
き
た
報
を
受
け
、
成
旭
は
甘
粛
の
綿
兵
官
宋
目成に
指
示
を
輿
え
た
の
で
あ
る
。

の
傑
に
は
和
林
及
び
瓦
刺
〈
。
吉
L
)
な

- 4 -

次
に
恰
密
街
俸
に
は

「
明
年
六
月
、
復
貢
請
封
。
乃
封
箆
忠
順
玉
、
賜
金
印
。
復
貢
馬
謝
恩
。
」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
貫
録
の
永
築
二
年

六
月
甲
午
(
二
十
五
日
〉
の
傑
に

封
暗
密
安
克
帖
木
見
矯
忠
順
玉
。
時
安
克
帖
木
見
遣
使
来
朝
、
表
請
賜
爵
。
上
命
薗
部
尚
書
李
至
剛
、
曾
太
子
太
侍
成
園
公
朱
能
等
議
。
至

「
安
克
帖
木
見
兄
忽
納
失
星
。
元
封
威
武
玉
、
改
封
粛
王
。
忽
納
失
里
卒
。
安
克
帖
木
見
繕
鶏
粛
王
。
今
既
内
局
、
宜
白
玉
爵

而
封
之
。
使
守
其
地
、
綬
撫
其
民
可
也
。
」
途
封
矯
忠
順
王
。
遺

剛
等
議
奏

ω

而
改
封
之
。」
上
目
、

「
前
代
王
爵
不
足
再
論
、
今
但
取
其
能
鯖
心
朝
廷
、

指
偉
使
震
阿
魯
禿
等
変
勅
封
之
、
井
賜
之
繰
幣
。

〈
各
二
九
)

と
あ
り
、
十
一
月
己
亥
朔
の
篠
に

「
恰
密
忠
順
玉
安
克
帖
木
見
遣
冗
魯
思
等
貢
馬
謝
恩
。
命
賜
紗
及
襲
衣
締
息
。
」

(
轡
三
二
)
と
み
え
る
の



で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
我
々
は
恰
密
玉
家
の
出
自
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
明
も
亦
と
の
時
の
安
克
帖
木
見
の
上

表
に
よ
っ
て
元
時
の
王
爵
の
と
と
を
知
っ
た
に
違
い
な
い
。
離
部
尚
書
李
至
剛
等
は

「
今
は
も
う
内
属
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、

(
元
代
の
)
王

爵
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
改
め
て
〈
明
か
ら
)
安
克
帖
木
見
を
封
じ
た
ら
宜
し
い
で
し
ょ
う
。
」
と
奏
し
た
の
に
、
成
租
は

「
前
代
の
王
爵
の

こ
と
は
、
.
更
に
検
討
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
裁
断
し
て
い
る
。
成
組
は
固
よ
り
安
克
帖
木
見
左
封
ず
る
決
意
で
あ
り
、
彼
の
上
表
に
よ
っ
て

王
爵
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
成
租
は
手
も
と
で
養
っ
て
い
た
安
克
帖
木
見
の
兄
の
子
脱
脱
(
叶
2
5
)
を
コ
ル
ム

に
遺
っ
て
、
忠
順
王
を
纏
が
せ
た
と
と
で
あ
る
。
恰
密
衛
俸
に
は
、

己
市
海
北
可
汗
鬼
力
赤
毒
死
之

(
H安
克
帖
木
見
)
。
其
園
人
以
病
卒
開
。
三
年
二
月
。
遺
官
賜
祭
。

以
其
兄
子
脱
脱
矯
玉
、
賜
玉
帯
。
院

院
自
幼
入
中
園
。
帝
抜
之
奴
隷
中
、
停
列
宿
街
、
欲
令
嗣
爵
。
恐
其
圏
不
従
、

遺
官
問
之
。

幣
ロ
旋
遺
使
貢
馬
謝
恩
。
」

不
敢
達
、

請
還
主
其
衆
。
因
賜
其
組
母
及
母
線

己
亥
(
初
四
日
〉
の
傑
に
み
え
、

そ
の
九
月
辛
酉
(
二
十
九
日
)
の
傑
に
、

-5-'-

と
あ
る
。
韓
担
可
汗
鬼
力
赤
が
安
克
帖
木
見
を
毒
殺
し
た
ζ

と
は
後
に
鏑
れ
る
と
し
て
、
脱
脱
の
襲
位
に

つ
い
て
は
、
貫
録
の
永
築
三
年
三
月

喰
密
忠
順
王
院
院
遺
頭
目
進
馬
謝
恩
。
賜
之
紗
般
市
。

(
巻
三
七
)

と
あ
る
。
前
者
三
月
己
刻
の
保
に
よ
れ
ば
、

求
得
之
、
撫
養
甚
至
ど
と
い
い
、
成
租
の
言
葉
の
内
に
も

傑
)
と
か
「
院
院
久
在
朝
侍
衡
、
股
撫
之
如
子
」
(
谷
四

O
、
永
柴
田
年
正
月
辛
酉
《
三
十
日
》
の
傑
)
と
み
え
る
。
と
す
れ
ば
成
租
は
院
院
を

養
い
、
コ
ム
ル
へ
遺
っ
て
暗
密
王
に
せ
し
め
る
計
聾
を
持
ち
、
安
克
帖
木
見
を
筒
車
に
忠
順
王
に
封
じ
た
の
は
そ
の
準
備
で
あ
っ

た
と
想
像
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
成
租
は
い
っ
と
の
計
置
を
持
っ
た
か
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
考
え
る
ζ

と
に
す
る
。

貫
録
に
は
前
傑
に
績
け
て
、
「
及
聞
安
克
帖
木
見
死
、
無
嗣
。
欲
以
院
院
往
嗣
其
雷
、
恐
其
衆
不
従
。
」
・と
あ
る
が、

安
克
帖
木
見
に
嗣
子

@
 

が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

「
恐
其
衆
不
従
」
と
は
後
に
見
る
よ
う
に
王
と
し
て
不
出
来
な
人
物
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
案
の
定
院
院

「
成
租
は
卸
位
し
て

「
脹
抜
爾
於
厩
養
難
難
之
中
」

(
敢
え
て
)
脱
院
を
求
め
て
、
非
常
に
(
彼
そ
)
撫
養
し
た

(
上
卸
位
、

永
築
九
年
三
月
戊
辰

《
初
八
日
)
の

(
轡
七
五
、

5 
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は
祖
母
速
車
問
失
塁

(ω
口町曲目
E
ユ
〉
の
た
め
に
王
位
か
ら
放
逐
さ
れ
た
。

所
逐
。
帝
怒
。
敬
責
其
頭
目
。
」
と
あ
る
。
今
貫
録
永
築
四
年
正
月
辛
酉
(
三
十
日
)
の
傑
に
よ
司
て
、
論
文
を
見
る
と
、

比
問
、
其
組
母
以
院
院
不
能
曲
意
奉
承
、
一
旦
逐
出
之
。
然
脱
脆
朝
廷
所
立
、
雌
其
有
過
不
奏
、
而
鐙
逐
之
。

恰
密
衡
俸
に
は

「
四
年
春。

甘
粛
総
兵
官
宋
県民
奏
。
院
院
矯
祖
母

と
あ
り
、
脱
脱
に
も
過
失
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
成
租
は
彊
く
明
朝
の
構
威
を
汚
し
た
こ
と
を
責
め
、

故
特
勅
往
議
爾
等
。
室
町
踊
脱
脱
、
伴
復
其
位
。
爾
等
童
心
賛
輔
之
、
善
事
租
母
、
孝
敬
如
初
、
則
商
暗
密
之
(事
)
人
、
亦
永
享
太
卒
之
摘

於
無
窮
。

(巻
四
O〉

と
結
ん
で
い
る
。

明
朝
の
威
信
に
か
か
わ
る
と
共
に
、
自
己

の
コ
ム
ル
経
営
の
失
敗
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
成
租
は
忠
順
王
脱
脱
と
そ
の
王
家
の
招
撫
に
は
配
慮
を
怠
ら

蓋
し
成
租
は
首
初
か
ら
院
院
を
暗
密
玉
と
な
す
計
重
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
不
成
功
に
終
れ
ば
、

さ
て
恰
密
衡
の
設
立
も
忠
順
王
院
院
を
擁
護
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

貫
録
の
永
築
四
年
五
月
丁
巳

- 6ー

な
か
っ
た
。
尤
も
忠
順
玉
脱
脱
は
英
明
な
成
租
が
養
っ
た
に
し
て
は
、
誠
に
不
似
合
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
二
十
八

日
〉
の
w
慨に

恰
密
忠
順
王
脱
脱
租
母
速
寄
失
塁
及
頭
目
各
遺
人
謝
罪
言
、
脱
脱
己
復
王
位
。
脱
脱
亦
遺
陪
臣
謝
恩
。
上
命
遺
使
斐
勅
各
戒
識
之
。
(
巻
四
三
)

と
あ
り
、
院
院
の
復
位
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

ζ
れ
よ
り
先
、
三
月
丁
巴
(
二
十
七
日
)
の
傑
に
恰
密
衡
を
設
け
、
印
章
を
給
し
た
こ
と

が
み
え
る
。
暗
密
術
停
は
院
院
が
王
位
に
復
し
租
母
速
寄
失
星
等
の
謝
罪
が
あ
っ
て
、
恰
密
衡
を
設
け
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の

よ
う
に
見
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
頭
目
馬
暗
肺
火
者

〈
富
島
回
目
白
色
関

}guvr〉
等
に
指
摩

・
千
百
戸
・
鎮
撫
な

を
恰
密
衛
経
歴
と
し
、

忠
順
王

ど
の
衡
所
の
官
職
を
授
け
る
と
同
時
に

事
思
誠
恰
只
馬
喰
肺
〈
関
口
'
g
d
'口
円
宮
内
出
凶
]
間
宮
ロ
ゲ
曲
目
白
色
)

の
長
史
、
紀
善
に
漢
人
の
周
安
、
劉
行
を
充
て
、
脱
院
を
輔
導
せ
し
め
、
ま
た
脱
脆
に
封
し
て
は
、

凡
部
下
頭
目
可
矯
指
揮
・
千
百
戸
・
鎮
撫
者
吋
具
名
来
聞
、
援
之
以
職
。

(
谷
四
一
一
)



と
命
じ
、
ま
た
こ
の
冬
に
は
頭
目
十
九
入
に
都
指
揮
等
の
官
職
を
授
け
た
。
貫
録
に
は
「
従
脆
脆
所
請
也
」
と
み
え
て
い
ヤ
尚
貫
録
の
四
月

乙
丑
(
初
五
日
〉
の
僚
に
は
、
忠
順
玉
の
長
史
周
安
、
紀
善
劉
行
、
そ
し
て
噌
密
衡
の
経
歴
事
思
誠
に
賜
物
が
あ
り
、
丁
亥

(
二
十
七
日
〉

の

傑
に
は
忠
順
王
の
使
臣
に
宴
を
賜
り
、
十
二
月
甲
寅

〈
二
十
九
日
)
の
傑
に
は
、
忠
順
王
の
祖
母
速
寄
失
塁
も
亦
遺
使
遁
貫
し
た
と
と
が
み
え

る
。
し
か
し
ど
う
も
脱
脱
は
忠
順
王
と
し
て
相
醸
し
い
人
物
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、
貫
録
の
永
襲
五
年
三
月
庚
午

(
十
六
日
)
の
傑
に
は
、

「
上
復
遣
使
、
戒
論
脆
脆
。
令
孝
以
事
親
、
忌
事
朝
廷
、

善
撫
下
人
、
母
令
失
所
。」
(容
四
八
〉
と
み
え
る
が
、
事
買
成
租
に
と
っ
て
は
甚
だ

不
本
意
な
コ
ム
ル
の
情
勢
が
停
え
ら
れ
て
い
る
。
貫
録
永
築
五
年
七
月
壬
子
期
の
傑
に
、

甘
粛
纏
兵
官
西
寧
侯
宋
昆
奏
。
暗
密
頭
目
腫
十
等
作
航
、
忠
順
王
院
院
己
殺
之。

恐
有
他
嬰
、
遺
人
請
兵
矯
守
備。

と
あ
り
、
宋
昆
に
勅
し
て
、
「
以
兵
五
百
或
一
千
、
選
才
能
之
勝
、
率
領
赴
之
。
且
令
熟
計
、
使
相
更
代
。」
と、

ま
た
、
「
安
克
帖
木
見
妻
子

往
依
鬼
力
赤
。
恐
誘
虜
入
侵
暗
穫
、
不
可
不
備
。
且
令
曾
計
所
遣
軍
士
行
根
、
白
戒
筋
之
、

無
矯
虜
因
。
」
(
巻
五

一
)
と
い
う
。
同
年
十
二
月

甲
午
(
十
五
日
〉
の
w
慨
に
は
、
甘
粛
締
兵
官
の
何
一
臓
に
勅
し
て
、

得
奏
、
暗
密
指
揮
法
都
刺
欲
設
把
線
官

一
員
、
以
理
政
務
。

e

爾
須
度
其
可
否
、
及
賞
委
用
何
人
。
股
嘗
勅
恰
密
官
校
、

惟
聴
令
子
忠
順
王
。

若
復
置
把
線
官
、
則
是
又
添
一
主
、
而
政
令
不
出
子
一

。
令
出
不

て
則
難
下
奉
承
。
害
強
競
勝
、
観
所
由
生
。
宜
審
思
熟
計
、
具
可
否
以

ー 7-

問
。
(
巻
五
四
)

と
あ
る
。
頭
目
陸
十

Q
ロ
ー
岳
山
ご
等
の
蹴
が
忠
順
玉
脱
脆
に
謝
し
て
起
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
指
揮
法
都
刺

(P
E
a
s
-〉
が
把
縛
官
を
置

く
よ
う
に
請
う
て
い
る
の
も
、
忠
順
王
脱
脆
の
統
治
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
に
封
し
成
組
は
悉
く
脆
院
を
擁
護
し
た
。

把
線
官
を
別
に
置
か
な
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
尚
こ
の
時
甘
粛
総
兵
官
が
交
替
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宋
田
氏
が
病
浸
し
た
か
ら
で
、
貫

録
に
は
七
月
発
丑
(
初
二
日
〉
の
燦
に
み
え
て
い
る
。
従
っ
て
宋
昆
は
軍
事
行
動
を
起
し
て
い
な
い
。
彼
は
鳳
陽
の
定
遠
厭
人
で
太
租
朱
元
車

の
起
兵
以
来
の
老
臣
で
、
甘
粛
方
面
の
鎮
守
に
嘗
る
こ
と
二
十
鈴
年
と
い
わ
れ
る
。
成
租
が
彼
を
厚
く
信
任
し
て
い
た
と
と
は
そ
の
停

(
明
史

轡
一
五
五
〉
が
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
し
、
彼
の
子
の
現
、
瑛
は
そ
れ
ぞ
れ
成
租
の
第
三
、
四
公
主
を
要
る
鞠
馬
都
酎
で
あ
っ
た
。
脆
脆
そ
抜
擢

7 
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し
て
忠
順
玉
に
仕
立
て
た
護
策
も
、
買
は
宋
日成
に
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が、

宋
尽
棋
の
後
、
開
馬
都
尉
の
宋
現
が
甘
粛
線
兵
官
の
任
に
就
い
た
が
、
牢
月
足
ら
ず
の
一
時
的
任
務
で
、

こ
の
こ
と
は
後
で
鯖
れ
よ
う
。

八
月
に
は
何
暗
に
代
っ
た
。
何
一隅
は

後
に
寧
遠
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
成
租
の
北
征
(
永
幾
八
年
)
に
従
っ
た
後
に
、
自
殺
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
封
爵
は
削
除
さ
れ
明
史
に
彼
の
停

は
な
い
が
、
彼
も
太
租
以
来
の
欝
民
で
靖
難
の
揖
に
は
建
文
帝
の
側
に
あ

っ
て
最
後
ま
で
成
租
の
軍
と
戟
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
成
租
は

即
位
す
る
と
直
に
彼
を
映
西

・
寧
夏
等
の
総
兵
官
に
充
て
、
映
西

・
山
西

・
河
南
都
司
の
官
軍
を
節
制
せ
し
め
て
(
貫
銭
洪
武
三
十
五
年
八
月

成
一
組
親
信
の
簡
臣
で
も
あ
っ
た
の
司
、

己
禾

《
初
八
日
)
の
傑
〉
、
こ
こ
に
至
っ
て
甘
粛
総
長
官
に
任
じ
た。

彼
も
武
勇
に
ま
さ
る
老
将
で

甘
粛
を
鎮
守
し
て
間
も
な
く、

次
の
よ
う
な
注
意
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

自
今
、
忠
順
玉
院
院
選
人
館
爾
植
物
、

宜
悉
受
之
。
蓋
其
局
人
、
朴
愚
無
智
識
。
爾
握
兵
透
境
、
彼
所
畏
也
。
櫨
績
見
剤
、
則
生
靖
疑
。
不

若
関
心
撫
納
、
庶
得
其
情
。

(
径
五
三
、
永
幾
五
年
十
月
丁
未
《
二
十
七
日
)
の
傑
)

と
に
か
く
コ
ム
ル
の
招
撫
に
は
細
心
の
注
意
を
掛
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
永
築
五
・

六
年
頃
よ
り
コ
ム
ル
か
ら
の
通
貢

は
順
調
に
行
わ
れ
、
明
朝
が
こ
れ
を
優
遇
し
た
と
と
も
目
立
つ
事
買
で
あ
る
。
恰
密
衛
停
に
も
、

- 8ー

自
是
、
比
歳
朝
貢
、
悉
加
後
賜
。
其
使
臣
皆
喰
秩
援
官
。
帝
答
脱
院
特
厚
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
忠
順
王
脆
院
は
愈
々
異
常
な
性
格
を
護
揮
し
て
、

途
に
捜
し
た
。
貫
録
の
永
築
八
年
十
一
月
壬
午
(
二

十
日
)
の
篠
に

遁
指
揮
母
撤
等
使
恰
密
。
時
上
聞
忠
順
王
院
院
抗
酒
子
酒
、
昏
憤
顛
越
、
凌
辱
朝
使
。
部
下
恰
刺
恰
納
・
買
住

・
那
那
等
諌
之
。

遺
使
戒
論
。
而
復
論
恰
刺
恰
納
等
、
令
善
輔
之
。

不
従
。
故

(
径
七
三
)

と
あ
り
、
翌
九
年
三
月
丁
卯
〈
初
七
日
)
の
僚
に
よ
れ
ば
、
腕
脱
は
母
撒

ー〈
冨
口
印
船
)
等
が
至
る
前
に
、

に
わ
か
に
疾
病
に
か
か
り
死
に
、
ヲ，

、ー

れ
を
聞
い
た
成
租
は
「
久
し
く
悼
し
み
嘆
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
が
、
同
じ
く
三
月
戊
辰
〈
初
八
日
〉
の
w
慨
に
よ
れ
ば
、
忠
順
王
脱
院
に

祭
文
を
賜
り
、
そ
の
部
下
の
都
指
揮
恰
刺
暗
納
に
勅
識
し
て
、



脆
脆
受
股
厚
恩
、
不
能
慣
緯
如
始
、
自
底
滅
亡
。
爾
恭
事
朝
廷
、
始
絡
一
致
、
筒
在
朕
心
。
:
:
・
命
繭
鎮
守
恰
密
。
其
普
撫
軍
民
、
盆
竪
忠

誠
、
以
副
隈
意
。
(
轡
七
五
)

と
あ
り
、
七
月
甲
成
(
十
五
日
)
の
僚
に
は
、

暗
密
故
忠
順
王
脆
脱
母
遺
蒙
寄
帖
木
見
貢
方
物
、
謝
賜
祭
脆
脆
恩
。
都
督
余
事
恰
刺
暗
納
遣
人
貢
馬
、
謝
陸
職
恩
。
各
賜
紗
幣
。
命
蒙
寄
帖

木
見
矯
千
戸
。

(
管
七
七
)

と
み
え
る
。
忠
順
王
脆
院
の
死
は
永
幾
八
年
の
末
か
九
年
の
初
(
一
四
一

0
1
一
一
)
で
あ
っ
た
。
次
に
忠
順
王
を
纏
い
だ
の
は
、
脱
脱
の
子

ト
答
失
呈
(
回
忌
担
任
主
)
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
宣
徳
元
年
(
一
四
二
六
〉
の
と
と
で
あ
る
。
貫
録
に
よ
れ
ば
永
築
九
年
十

一
月
壬
申
(
十

五
日
〉
の
傑
に
「
恰
密
放
忠
順
王
脱
脆
母
遺
人
貢
馬
、
賜
之
紗
幣
」
(
轡
七
九
)
と
あ
り
、
脱
脱
の
母
に
は
永
築
十
一
・
十
四
年
に
、
ト
答
失

皇
に
は
永
築
十
七
年
と
洪
照
元
年
に
各
々
賜
物
の
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
と
の
聞
に
コ
ム
ル
に
封
じ
ら
れ
た
の
は
、
克
力
帖
木
見
(
冨

Em--

叶
航
自
民
司
〉
で
永
幾
九
年
十
月
実
卯
(
十
五
日
〉
の
傑
に
、

封
暗
密
克
カ
帖
木
見
矯
忠
義
王
。
遺
指
揮
程
忠
等
賓
勅
論
。

(
告
七
九
)

-9-

と
あ
刀
、
翌
十
年
三
月
丁
未
(
二
十
三
日
〉
の
僚
に
、

都
指
揮
程
忠
等
使
暗
密
還
。
忠
義
王
克
力
帖
木
見
遣
陪
臣
阿
都
見
火
者
、
貫
馬
謝
恩
。
賜
紗
千
錠
・
文
椅
二
十
匹
。
(
巻
八
二
)

と
見
え
る
。
彼
は
「
脱
脆
の
従
父
の
子
」
、
恐
ら
く
安
克
帖
木
見
の
子
な
の
で
あ
ろ
う
。
貫
録
の
記
す
所
で
は
十
六
度
ほ
ど
遣
使
遁
貢
し
、
明

@
 

も
ま
た
遺
使
し
て
撫
論
・
賜
物
を
怠
っ
て
い
な
い
。
暗
密
衡
侍
も
「
自
是
、
修
貫
惟
謹
」
と
述
べ
て
い
る
。
永
幾
十
八
年
(
一
四
こ

O
〉
に
こ

と
を
通
過
し
た
へ
ラ
I
ト
(
恰
烈
同
日
間
同
)
の
チ
ム
l
ル
朝
の
君
主
シ
ャ

l

・
ル
ク
(
沙
暗
魯

ω
E
r
列
島
}
乙
の
使
節
も
亦
、
そ
の
行
程
記

に
、
「
冨

E
m町、
H
，o
自
身

J
R
E
と
揮
す
る
非
常
に
立
浪
な
青
年
が
、
と
の
町
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
加
。

尚
成
租
が
崩
じ
て
仁
宗
・
宣
宗
も
亦
撫
稔
・
賜
物
を
怠
っ
て
い
な
い
。
忠
義
王
菟
カ
帖
木
見
の
遺
使
遁
貢
は
洪
照
元
年
七
月
を
最
後
と
し
、

そ
の
十
二
月
乙
亥
〈
十
日
)
の
傑
に
は
、

命
内
官
張
稿
、
賓
繰
幣
表
裏
、
往
賜
恰
密
忠
順
玉
男
ト
答
失
呈
等
。

(
宣
宗
貫
録
巻
十
二
)

9 

、
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と
あ
る
が
、
こ
れ
は
忠
義
玉
盟
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
翌
宣
徳
元
年
正
月
庚
成
(
十
五
日
)
の
僚
に
、

遺
使
祭
故
恰
密
忠
義
王
苑
力
帖
木
見
。
伺
命
其
姪
ト
答
失
星
嗣
封
忠
順
王
。

(
巻
二
二
)

と
あ
る
。
宣
宗
は
行
在
韓
部
に
封
し
て

恰
密
受
皇
租
厚
思
、
封
矯
玉
、

〔里〕

而
能
恭
修
臣
職
。
今
臨
死
、
宜
有
繕
承
。
然
克
力
帖
木
見
初
承
其
兄
忠
順
王
脱
腕
。
子
ト
答
失
躍
亦
長
。
宜

白
立
寛
忠
順
玉
、
守
其
地
。

ま
た
忠
順
王
ト
答
失
星
に
は
、
「
股
今
紹
承
先
皇
帝
之
心
、
用
資
一
視
同
仁
之
徳
。
」
と
詔
し
大
赦
を
行
っ
た
と
と
が
見
え
て
い

る
。
成
組
の
脆
脱
に
謝
す
る
鈴
鹿
は
宣
宗
の
時
代
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
宜
徳
三
年
三
四
二
八
)
に
は
忠
義
王
位
を
克
力
帖
木
見
の
子
の

脆
歓
帖
木
見
〈
、
吋
O
E
M
E
H，
此
自
身
〉
が
纏
ぎ
、
コ
ム
ル
に
は
忠
順
・
忠
義
雨
王
家
が
並
び
存
し
た
。
し
か
し
明
の
コ
ム
ル
経
営
は
消
極
的
と
な

と
特
に
識
し
、

る
と
共
に

一
方
ジ
ュ

γ
ガ
リ
ア
に
接
る
瓦
刺

(
O
R
w
e
の
勢
力
が
漸
く
伸
び
て
、
暗
密
王
家
は
瓦
刺
部
と
の
関
係
が
深
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
成
組
の
忠
順
王
脆
院
と
の
閥
係
を
中
心
に
、
明
朝
と
恰
密
王
家
の
交
渉
を
概
観
し
た
。
脱
院
を
コ
ム
ル
に
忠
順
玉
と
せ
し
め
る
こ
と
は

嘗
初
か
ら
計
査
し
た
こ
と
で
、
従
っ
て
彼
が
玉
と
し
て
極
め
て
相
醸
し
く
な
い
人
物
で
あ
っ
た
の
に
、
成
租
は
彼
に
執
心
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
甘
粛
線
兵
官
の
宋
昆
と
の
聞
で
葺
策
し
た
こ
と
と
想
像
し
た
が
、
恐
ら
く
院
院
は
洪
武
二
十
四
年
(
一
三
九
一
)
に

宋
良
等
が
コ
ム
ル
を
経
略
し
た
時
に
、
中
園
に
停
囚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
日
成
は
そ
の
後
諸
麗
に
出
征
し
燕
王
(
成
組
)
に
も
従
っ
て
い
る

が
、
建
文
元
年
〈
ご
ニ
九
九
)
二
月
に
甘
粛
縛
兵
官
と
し
て
涼
州
に
鎮
し
、
成
租
が
即
位
す
る
と
入
朝
し
、
洪
武
三
十
五
年
十
月
に
後
寧
都
督

と
な
り
、
翌
永
幾
元
年
正
月
に
卒
発
持
軍
を
奔
し
て
甘
粛
線
兵
官
に
就
任
し
涼
州
に
鎮
成
し
た
の
で
あ
る
。
成
租
が
即
位
後
敢
え
て
院
院
を
奴

隷
中
か
ら
抜
擢
し
た
の
は
、
必
ず
宋
屍
が
入
朝
し
た
時
に
行
な
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
宋
昆
と
の
聞
で
コ
ム
ル
経
後
が
壷
策

さ
れ
た
と
み
る
理
由
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
成
租
が
即
位
直
後
に
計
査
し
賀
行
に
移
し
た
恰
密
王
家
の
慎
柔
・
優
遇
策
は
そ
の
ま
ま
宣
宗
に

も
引
繕
が
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
明
朝
の
コ
ム
ル
経
営
に
は
そ
れ
相
嘗
の
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
別
に
し
て
恰
密
王
家

の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
洪
武
期
に
於
け
る
暗
密
王
家
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
洪
武
期
に
み
え
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奔牙卸
(Bayazid) 
①忠順王 (1505-

1513頃失綜)

る
恰
密
王
冗
納
失
皇
は
成
租
が
始
め
に
封
じ
た
安

克
帖
木
見
の
兄
で

w

脱
脱
の
父
と
目
さ
れ
る
人
物

で
あ
る
。
し
か
し
冗
納
失
里
の
事
蹟
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
な
い
ζ

と
は
最
初
に
鯛
れ
た
。
な
お
恰

密
王
家
の
系
譜
は
上
表
の
よ
う
に
な
ろ

hh

暗
密
王
冗
納
失
星
の
事
蹟

明
史
が
恰
梅
星
と
喰
密
と
を
全
く
別
地
と
考

ぇ
、
各
々
別
告
に
専
停
を
立
て
た
の
は
衆
知
の
ζ

と
で
、
ま
た
と
れ
が
全
く
の
誤
謬
で
コ
ル
ム
は
永

-11ー

築
以
後
中
園
で
恰
密
と
稽
せ
ら
れ
、
洪
武
に
は
恰

梅
里
で
あ
っ
た
乙
と
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
.

そ
う
し
て
例
え
ば
嘉
靖
の
刻
本
で
あ
る
透
政
考

或
は
明
末
の
陳
建
の

や

「
皇
明
遇
紀
」

に

は

のいも「
は J 暗培
、以梅梅

慣 古 里 塁
密 空 を 」
な〈ケコ房
明 31@ム喰
史ごノレ密
に 円 と と
は考理
不明 え解
似史たし
合がとた
のと云記
杜れう述
撰をの(
と誤で必
いつはず
わたなし

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
貫
録
の
記
事
は
培
掲
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皐
と
恰
密
の
差
異
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
に
媛
っ
た
王
に
つ
い
て
も
、
太
租
貫
録
で
は
「
暗
梅
皇
王
冗
納
失
里
」
な
ど
と
み
え
、
太
宗
(
成

組
〉
貫
録
で
は
最
初
に
見
え
る
暗
密
王
安
克
帖
木
見
の
兄
は
元
末
に
「
威
武
王
」

「
粛
王
」
と
な

っ
た

「忽
納
失
星
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。
雨
記
事
に
於
い
て
、
恰
梅
里
と
暗
密
を
別
地
と
考
え
て
冗
納
失
星
と
忽
納
失
皇
そ
同
一
人
と
す
る
と
と
も
、
或
は
同
地
と
し
て
別
人
と
考

え
る
こ
と
も
不
合
理
で
あ
る
が

明
末
清
初
の
中
園
に
あ
っ
て
は

南
者
を
と
も
に
同
一
に
見
る
ほ
ど
預
備
知
識
を
持
た
な
か

っ
た
で
あ
ろ

う
6

質
鋒
の
詳
細
な
記
事
を
見
れ
ば
、
明
人
の
正
し
い
理
解
も
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
に
か
く
恰
梅
皇
と
暗
密
と
か
}
別
地
と
考
え
、
恰
梅
里
を
コ
ム
ル
の
こ
と
と
理
解
し
な
か

っ
た
と
云
う
事
買
に
於
い
て
、
明
史
の
恰
梅
里
停

-
恰
密
街
停
は
凡
そ
貫
録
に
撮
っ
た
と
は
い
え
、

そ
の
胃
頭
の
記
事
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
明
史
巻
三
三

O
、
西
域
侍
二
、

恰
梅
皇
の
慨
に

略
梅
塁
、
地
近
甘
粛
。
元
諸
王
冗
納
失
皇
居
之
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
貫
録
に
操

っ
た
記
事
で
は
な
く
、
明
史
編
者
(
明
史
稿
の
王
鴻
緒
も
含
め
て
)
の
濁
自
の
解
樺
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
と
の

- 12-

記
事
か
ら
冗
納
失
星
が
元
時
よ
り
コ
ル
ム
に
居
た
と
見
る
の
は
、
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
い
で
、

洪
武
十
三
年
、
都
督
機
英
練
兵
西
涼
。
請
出
師
略
地
、
開
暗
梅
里
之
路
、
以
通
商
旗
。
・
:
:
・
英
途
進
兵
。
冗
納
失
星
慢
、
遺
使
納
款
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
貫
録
の
記
載
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貫
録
に
は
冗
納
失
星
が
そ
ζ

に
居
た
と
は
述
。
へ
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
元

時
よ
り
そ
こ
に
居
た
と
偲
定
し
た
上
で
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

衣
に
明
史
容
三
二
九
、
西
域
一
、
暗
密
衡
の
僚
に
は

暗
密
、
東
去
嘉
陥
閥
一
千
六
百
呈
巴
漢
伊
吾
底
地
、
明
帝
置
宜
禾
都
尉
、
領
屯
因
。
唐
矯
伊
州
。

之
、
尋
改
矯
粛
王
。
卒
。
弟
安
克
帖
木
見
嗣
。

宋
入
於
囲
拡
。
元
末
以
威
武
王
納
忽
塁
鎮

と
見
え
る
。
松
村
潤
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記
事
は
貫
録
の
永
築
二
年
六
月
甲
午
の
僚
に
封
躍
す
る
が
、
「
納
忽
星
」
は
明
史
稿
の
王
鴻
緒
が

@
 

忽
納
失
星
を
「
納
忽
失
星
L

と
誤
り
、
明
史
の
編
者
が
更
に
ζ

れ
を
改
賀
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
質
際
に
は
貫
録
か
ら
直
接
採
っ
た
も
の



で
な
い
ζ

と
は
、
明
人
の
記
述
す
る
所
と
よ
く
一
致
す
る
と
と
か
ら
わ
か
る
。
鄭
暁
の
皇
明
四
夷
考
、
喰
密
の
傑
に
‘

恰
密
、
本
古
伊
吾
底
地
、
在
激
埋
北
大
積
外
、
西
北
尭
胡
往
来
要
路
也
。
元
封
忽
納
失
里
震
威
武
玉
、
己
市
改
封
粛
玉
。
卒
。
!
弟
安
克
帖
木

e

見
嗣
園
。

と
あ
り
、
葉
向
高
の
四
夷
考
、
喰
密
考
の
傑
に
、

其
地
故
漢
伊
吾
慮
。
唐
西
伊
州
。
元
族
属
威
武
玉
忽
納
失
皇
居
之
、
後
改
封
粛
玉
。
卒
。
弟
安
克
帖
木
見
嗣
。

と
見
え
る
。
巌
従
簡
、
茅
瑞
徴
、
徐
皐
緊
等
も
亦
略
ミ
同
様
の
記
述
で
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
明
人
の
記
述
は
大
概
鄭
暁
に
出
る
と
い
わ
れ
旬
。

し、

ず
れ
に
し
て
も
踊
す
る
所
は
貫
録
の
記
事
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
忽
納
失
星
が
元
末
よ
り
コ
ム
ル
に
鎮
成
し
た
謹
接
と
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
明
史
の
停
或
は
明
人
の
記
述
に
根
操
が
な
い
と
し
て
も
、
事
責
冗
納
失
星
が
コ
ム
ル
に
居
た
形
跡
が
あ
る
か
ど
う
か
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
太
租
貫
録
に
コ
ム
ル
(
喰
梅
呈
)
の
ζ

と
が
見
え
る
の
は
、
洪
武
十
三
年
が
始
め
て
で
、
甘
粛
の
都
督
濃
英
の
河
西
経
略
に
闘

@
 

連
し
て
述
べ
ら
れ
で
あ
る
。
濃
英
の
河
西
経
略
の
こ
と
は
和
田
博
士
が
既
に
述
べ
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
参
照
し
て
要
貼
を
記
す
と

n
J
 

噌

i

衣
の
よ
う
で
あ
る
。

洪
武
十
三
年
(
ご
二
八

O
)
四
月
に
甘
粛
の
都
督
濃
英
は
涼
州
方
面
で
故
元
の
柳
域
王
(
柳
域
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ

γ
盆
地
の
ル
グ
チ
ュ
ン
)
等

を
捕
獲
し
て
、
コ
ム
ル
路
を
開
き
、
商
放
を
通
ず
る
こ
と
を
志
願
す
る
に
至
っ
た
。
そ
う
し
て
五
月
に
粛
州
の
東
北
百
徐
支
星
の
、
カ
ラ

コ
ル
ム
・
エ
チ
ナ
路
に
通
ず
る
要
衝
に
あ
る
白
域
と
い
う
所
で
、
故
元
の
卒
章
忽
都
帖
木
見
を
捕
え
、
進
ん
で
嘉
崎
聞
外
二
百
支
星
の
赤
斤

拍
で
、
故
元
の
醐
玉
亦
憐
異
と
そ
の
部
属
を
捕
え
た
。
更
に
七
月
に
は
赤
斤
泊
の
西
二
百
支
皇
ほ
ど
の
、
今
の
布
隆
吉
爾
(
切
巳
gMM川

区

吋

)

城
の
附
近
、
首
時
沙
州
境
内
と
さ
れ
た
苦
陥
に
於
い
て
、
故
元
の
省
寄
失
星
王
等
を
捕
獲
し
で
、
粛
州
に
兵
を
還
し
た
。
な
お
こ
の
省
寄
失

塁
王
は
後
に
閥
玉
亦
憐
異
を
纏
ぎ
、
深
武
二
十
四
年
に
コ
ム
ル
に
冗
納
失
星
と
共
に
見
え
て
、
明
軍
の
た
め
に
斬
ら
れ
た
幽
玉
で
は
な
い
か

と
い
-
っ
。

13 

そ
う
し
て
貫
録
の
翌
十
四
年
五
月
乙
酉
期
の
僚
に
は

「
培
梅
里
回
回
阿
老
丁
来
朝
貢
馬
。
詔
賜
文
続
、
遺
往
畏
吾
見
之
地
、
招
論
番
酋
。
」
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ハ
山
首
二
二
七
)

と
あ
る
。

「
畏
五
回
見
之
地
」
と
は
ウ
ィ
グ
リ
ス
タ
ン
の
こ
と
で
あ
ろ
う

c

果
し
て
濃
芙
の
経
略
の
翌
年
に
コ
ム
ル
か
ら
回
回
人
の
阿
老
丁

⑮
 

ン
等
の
ウ
ィ
グ
リ
ス
タ
ン
の
番
酋
を
招
撫
せ
し
め
た
の
で
あ
る

Q

と
す
れ
ば
濃
英
は
苦
略
(
コ
ム
ル
ま
で
の
里
程
は
約
一
千
支
呈
前
後
)
ま
で
し

か
至
っ
て
い
な
い
が
、
略
々
志
願
を
達
し
た
と
見
ら
れ
る
。
も
し
冗
納
失
塁
が
居
た
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
経
略
或
は
招
撫
の
封
象
に
な
っ
た
筈

(Rip-uw
ロ円同
1

口
問
ロ
〉
が
入
貢
し
、
明
は
彼
を
し
て
カ
ラ
コ
ジ
ョ
、

ル
ク
チ
ユ

で
あ
る
。
冗
納
失
星
が
そ
こ
に
居
た
と
云
う
恒
定
に
立
っ
た
明
史
が
、

「
冗
納
失
皇
催
、
遺
使
納
款
」
と
、
阿
老
丁
は
彼
に
よ

叶
て
汲
遣
さ
れ

た
よ
う
に
解
標
し
た
の
も
、
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
洪
武
十
三
、

四
年
頃
に
は
冗
納
失
星
は
コ
ム
ル
に
擦
っ
て
い
な
か
っ
た
と

見
る
の
が
安
嘗
で
あ
る

さ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
次
の
貫
録
洪
武
十
七
年
十
一
月
丙
寅
(
初
三
日
U

の
保
の
記
事
で
あ
る
。

- 14一

江
西
布
政
使
司
参
政
央
皇
言
。
納
恰
出
羅
接
金
山
、
侍
強
震
息
。
元
嗣
君
帖
古
思
帖
木
見
扉
弱
不
能
制
。
納
暗
出
名
雄
元
臣
、
其
賀
政
息
。

然
其
陛
下
恰
刺
章
、
轡
子
、
阿
納
失
里
諸
将
各
相
猪
忌
、
:
:
:
(
容
二
ハ
三
)

和
田
博
士
は
「
帖
古
思
帖
木
見
が
脆
古
思
帖
木
見
で
、
阿
納
失
呈
が
冗
納
失
呈
な
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
和
田
博
士
は
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く
阿
納
失
皇
が
脱
古
思
帖
木
見
膳
下
の
大
酋
と
し
て
、
納
喰
出
，
恰
刺
章
・
笹
子
と
並

@
 

ん
で
聞
え
た
雄
将
で
あ
る
な
ら
ば
、
冗
納
失
皇
以
外
に
は
該
嘗
す
る
人
物
は
い
な
い
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

貫
録
の
洪
武
二
十
二
年
十
二
月
甲
子
(
三
十
日
)
の
傑
に

上
以
故
元
冗
納
失
星
大
王
居
和
林
之
西
、
因
命
来
降
太
子
八
郎
・
鎮
撫
揮
都
帖
木
見
、
往
招
論
之
。

と
あ
り
、
そ
の
論
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(
前
略
)
:
:
:
群
雄
悉
定
、
故
元
番
特
降
附
者
接
麗
而
至

υ

凡
南
遺
兵
、
直
抵
漠
北
。
時
稽
帝
者
脆
古
思
帖
木
見
奔
往
也
速
法
見
之
地
、
途

遇
害
。
其
鈴
土
馬
、
矯
知
院
担
怯
来
・
園
公
老
撒
・
丞
相
失
烈
門
三
人
所
有
、
今
巳
悉
来
降
附
。
股
慮
於
美
水
草
蕃
畜
牧
之
所
、
停
築
生
安



業
。
朕
今
宰
天
下
。
遣
使
告
諭
爾
冗
勅
失
星
大
王
知
之
@
如
有
所
言
、
使
還
日
、
具
以
開
。
股
有
以
虜
之
。

太
租
の
漠
北
経
略
に
於
け
る
大
遠
征
と
云
え
ば
、
洪
武
五
年
に
於
け
る
徐
遼
・
李
文
忠
・
鴻
勝
等
の
経
略
と
洪
武
二
十
・
二
十
一
年
に
於
け

る
海
勝
・
藍
玉
等
の
そ
れ
で
あ
る
が
、

ζ

の
論
文
は
勿
論
第
三
回
目
の
大
遠
征
の
後
に
霊
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
和
田
博
士
は
そ
の
頃
の
形
勢
を

(巻

一
九
八〉

よ
く
道
破
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。

先
ず
遼
東
透
外
の
納
恰
出
に
謝
し
て
、
洪
武
二
十
年
に
大
将
軍
碍
勝
等
が
大
軍
二
十
高
を
率
い
て
出
征
し
、
六
月
途
に
大
寧
か
ら
進
ん
で
今

の
農
安
、
扶
徐
方
面
(
即
ち
金
山
〉
に
降
し
た
。
次
に
翌
二
十
一
年
四
月
に
大
将
軍
を
奔
し
た
藍
玉
等
が
十
五
高
の
軍
を
率
い
て
、
時
に
和

林

Q
P
R恒
一
同

}Hogg〉
の
根
接
を
離
れ
て
、
今
の
略
爾
曙
(
関

E
F
E
)
河
の
流
域
地
方
に
遊
牧
し
て
い
た
所
の
、
元
君
臨
古
思
帖
木
見

を
、
捕
魚
見
海
、
今
の
具
爾
諾
爾
〈
切
口
町

zar5)方
面
で
撃
破
し
た
。
こ
の
時
脆
古
思
帖
木
見
及
び
太
子
天
保
奴
・
知
院
担
怯
来
・
丞

相
失
烈
門
等
は
遁
去
し
た
が
、
元
君
の
衣
子
地
保
奴
は
捕
え
ら
れ
、
太
尉
畿
子
は
殺
さ
れ
、
雄
勝
恰
刺
章
も
同
月
に
附
近
で
敗
れ
た
。
そ
う

し
て
敗
残
の
脱
古
思
帖
木
見
は
和
林
方
面
に
逃
走
す
る
中
途
、
土
刺
河
昨
に
於
い
て
逝
臣
也
速
迭
見
に
襲
撃
さ
れ
て
、

太
子
天
保
奴
と
共

w
h
u
 

に
殺
さ
れ
た

u

也
速
迭
見
は
世
粗
忽
必
烈
の
叛
弟
阿
皇
不
寄
の
後
簡
で
、
「
此
の
時
新
興
の
西
北
蒙
古
の
斡
亦
劇
場
(
瓦
刺
、

or・
包
〉
と

結
ん
で
、
衰
徐
の
元
帝
を
舞
し
、
以
て
自
ら
代
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
国
公
老
撤
・
知
院
担
怯
来
・
丞
相
失
烈
門
等
は
明
に

投
降
し
、
元
室
の
東
藩
遼
王
阿
札
失
皇
等
も
相
前
後
し
て
明
に
通
じ
た
。
明
は
洪
武
二
十
二
年
四
月
か
ら
七
月
に

'か
け
て
、
担
怯
来
に
は
全

寧
街
、
阿
札
失
塁
は
泰
寧
街
、
失
烈
門
等
は
臆
昌
衡
を
設
け
て
安
挿
し
よ
う
と
し
た
。
偶
々
と
の
時
也
速
迭
見
の
余
院
安
達
納
恰
出
の
勢
力

@
 

が
漸
く
東
北
に
伸
び
、
失
烈
門
は
こ
れ
に
附
し
、
担
怯
来
を
殺
掠
し
去
っ
た
と
い
う
。

と
れ
と
内
容
的
に
は
全
く
同
じ
議
文
が
、
洪
武
刻
本
華
夷
曹
語
の
文
例
「
勅
躍
部
行
移
安
苓
納
恰
出
」
と
帯
す
る
も
の
で
あ
る
。
果
し
て
也

速
迭
見
の
余
院
安
達
納
恰
出
に
護
せ
ら
れ
た
か
、
そ
の
費
接
は
貫
録
に
見
え
な
い
が
、
故
元
の
主
勢
力
を
潰
滅
せ
し
め
た
明
は
、
残
る
安
達
納

恰
出
を
招
撫
し
よ
う
と
し
、
冗
納
失
星
大
王
を
招
撫
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
「
故
元
冗
納
失
星
大
王
居
和
林
之
西
」
と
あ
る
か
ら
、
明
は
必
ず

和
林
に
本
接
を
有
し
た
故
元
主
の
脆
古
思
帖
木
見
と
の
闘
連
に
於
い
て
、
こ
れ
を
残
る
「
大
王
」
と
認
識
し
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。
も
し
そ

15 
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の
冗
納
失
里
が
コ
ム
ル
或
は
沙
瓜
州
方
面
に
居
た
の
で
あ
れ
ば
、
明
は
経
略
、
招
撫
を
怠
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
貫
録
に

見
え
て
も
よ
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
ま
で
東
北
蒙
古
の
元
君
に
参
じ
て
滅
ん
だ
恰
刺
章
、
笹
子
と
並
ぶ
大
曾
と
し
て
見
え
る
阿
納
失
星

が
、
冗
納
失
塁
そ
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
必
ず
和
林
方
面
に
居
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
推
察
が
嘗
を
得
て
い
る
と
あ
れ
ば
、
こ
の
冗
納
失
星
の
事
蹟
中
か
ら
は
、
彼
が
威
武
西
寧
王
で
あ
り
粛
王
で
あ
っ
た
謹
左
は
認
め
ら

れ
な
い
。
元
時
よ
り
明
初
洪
武
十
三
年
ま
で
幽
王
等
の
封
領
が
沙
瓜
州
方
面
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
承
認
さ
れ
た
が
、
冗
納
失
旦
が

「
恰
梅

@
 

コ
ム

ル
に
彼
等
の
封
領
が
あ
っ
た
誼
擦
は
な
く
、
故
元
勢
力
が
接
っ
た
形
跡
は
な
い
。
も
し
ま
た
冗
納
失
呈

塁
王
」
と
し
て
見
え
る
以
前
に

が
粛
王
で
あ
り
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
の
支
源
の
後
喬
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
な
ら
ば
、
や
は
り
沙
瓜
州
方
面
と
の
結
び
付
き
を
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

@
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
洪
武
刻
本
肇
夷
課
語
の
文
例
「
納
門
尉
馬
書

」
は
有
効
な
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
c
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貰
銀
に
こ
の
文
書
を
傍
費
す
る
記
事
は
な
い
が
、
幸
に
紀
年
が
あ
る
。
龍
年
は
戊
辰
洪
武
二
十
一
年
(
一
三
八
八
)
に
外
な
ら
ず
、
古
納
失

里
(
同
居
出
向
ZEraHM八
の
ロ
ロ
g
E
H
M
)
は
冗
納
失
星
の
こ
と
で
、
合
迷
呈
(
同
r回
自
己
)
は
も
と
よ
り
コ
ム
ル
で
あ
る
。

舌

中

難
解
で
あ
る
。
今
へ

l
ニ
シ
A

氏
の
復
原
し
た
蒙
古
文
に
依
っ
て
帯
出
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
文
書
は

上
な
る
大
明
皇
帝
に
、

ナ
ム
ン
・
ギ
ュ
レ
ゲ
ン

エ
シ
ケ
ト
ラ
!
メ
ー
ト
ル
、
我
等
の
奏
事
日
本
国
パ
の
〉
主
君
(
な
る
〉
チ
シ
ギ
ス
皇
帝

め
た
る
な
り
。
そ
の
時
よ
り
以
来
、
天
に
護
ら
れ
て
卒
常
は
た
だ
も
の
と
道
理
に
委
ね
ら
れ
て
あ
り
。
今
恩
賜
あ
ら
ば
、

エ
ケ
・
ウ
ル
ス
の
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の
聖
旨
に
よ
り
、

主
君
(
な
る
)
チ
ャ
ガ
タ
イ
皇
帝
に
障
い
分
輿
さ
れ
た
る
モ

γ
ゴ
ル
・
ウ
ル
ス
を
治
め
て
、
我
等
の
租
宗
に
委
ね
管
せ
し

基
祉
は
そ
れ
だ
け
そ
れ
だ
け
に
相
互
に
近
接
す
る
時
(
な
る
故
?
可
使
臣
・
遁
報
の
者
(
は
彼
等
)
を
し
て
道
理
に
よ
っ
て
行
か
し
め
、

商
買
(
は
彼
等
)
を
し
て
路
道
(
を
)
開
遁
せ
し
め
ん
。

(
そ
れ
故
〉
冗
納
失
塁
王
を
(
し
て
)
コ
ム
ル
よ
り
行
け
る
エ
ケ
・
ウ
ル
ス
の
基

祉
を
尋
ね
、

(
そ
こ
を
)
治
め
る
こ
と
を
、
皇
帝
の
聖
旨
(
も
て
〉
知
ら
し
め
あ
れ
。
我
等
の
奏
事
一
(
は
)
龍
年
冬
の
頭
月
の
初
入
(
日
〉

に
、
合
刺
迭
列
に
あ
る
時
に
書
き
記
し
た
り
。

中

内同
0
.
0
2
u
t
s宮
山
口
町
宮
E
ロ

E-ZHHHHHE
何
回
目
m
g

ロ
O
〕州
WHHMm
勺州
WH-

内同州
wσω
ロ
臼
但
岸
EHH門同州
wr田恒ロ・

立
仇
即
日
吉
田
σ仏
0.己
古

V己
F
.
O
-
g
H
o
g
f
H
H
S
E
H
H
H
H
b町内同但仲
g
m
m片
山
仏
叩

F
叩]乱立ロ・

m
B
F
邑
0.0
白
品
目
官
E
2・
官
官
己
5

5

E

E宮町
-
E丘
色
巳
門
町
田
B
E
H
Eロ
宮
山

ZH-

四]四回の州代但円凶回目廿州
HHHHHロ
ロ
但

開
ロ
也
8
2
3
V忠
臣
吋

Oロロ

SH50・
}EVwdH
己
ロ
白
丘
町
ロ
の
g
m
m
u
f回目
H但ロ

冨
田
HMm]Mo-
己
ロ
回
目
官
HO即日
E
吉・

5
E
5
2
H
S百
円
~

。-o
日
正
ロ
吉
田
S

R

E
訟

E
o官

自
由
ロ
門
吉
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R
U函
・
ゲ
ロ
ピ
一

Y
-
r
E叫

H
m
2
0
1
0正
門
】
ぞ
巾
ロ
・
自
白

Z
H
m札
口
円
ロ
日
《
三

m
g
-
。
己
ロ
弘
正

Oロ
尚
三
伺
白
自
己
勺
何
百
〕
面
ゲ
ロ
廿
巳
u
お
}
円
四
ロ

-
E

C
ロ
ゲ
曲
目
三
宮

-
1・

2
5
V
H円山
S
F
}
M
c
-
-

月

xwr同
ロ
ロ

O
V
H
Z
r
自
色
町
内
ロ
m
w
t・
。
口
口
自
白
ロ

o
E
E
Eげ
己
ロ
ロ

r巾
}
内
仲
間
同
門
担

1
ロ

ロ
曲
目
自
由
ロ
訟
ロ
ル
仏
巾
-
H
M曲
目
白
仏
巾

F
r
c
}
Eル
E
H
E
n
p巾ゲ
(
H
W
-

出
回
g
-
R
r
河
内
併
が
)

冗
納
失
星
王
の
安
堵
を
願
い
出
た
所
の
、
上
奏
者
、
ナ
ム
ン
・
ギ
ュ
レ
ゲ
ン
、
エ
ン
ケ
ト
ラ
・
パ
l
ト
ル
は
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
の
曾
孫
チ
ュ
ベ

イ
に
出
自
す
る
と
目
さ
れ
る
粛
王
冗
納
失
星
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
元
朝
よ
り
王
位
下
を
認
め
ら
れ
た

幽
王
・
粛
王
等
の
王
家
に
密
篠
な
閥
係
を
有
す
る
開
馬
(
m
u
z
m
g
女
婿
)
で
あ
り
領
侯
(
切
白
昨
日
〈
切
釦
E
M印
昨
日
勇
士
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
書
を
記
し
た
場
所
、
合
刺
迭
列
(
伺
白
E

U止
と
に
つ
い
て
は
寡
聞
に
し
て
他
に
例
を
知
ら
な
い
。

中

で
あ
る
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
刺
」
の
〔
舌
〕
韻
符
腕
を
脱
落
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は

@
 

沙
州
す
な
わ
ち
今
の
敦
爆
の
地
を
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
へ

l

ニ
シ
ュ
氏
が
不
正
確
な
織
字

恒
常
但
巴

or〈
黒
い
抄
洲
〉
の
意
味
で

げ同仙
H

・仲町曲目

(
基
祉
)
を
へ

l
ニ
シ
ュ
氏
は

角。
ω
g曲
神
田
∞

2
5
-ぺ
"
と
剖
押
し
て

- 18一

い
る
。
冗
納
失
塁
王
等
(
上
奏
者
を
含
め
て
)
、

圏
王
・
粛
王
等
の
元
時
に
於
け
る
封
領
が
、
沙
瓜
州
等
の
河
西
方
面
で
あ
っ
た
ζ

と
は
こ
れ

ま
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

粛
王
冗
納
失
星
の
主
君
脆
古
思
帖
木
見
が
明
箪
の
た
め
に
破
ら
れ
、
尋
い
で
逆
臣
也
速
迭
見
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
最
後
ま
で
主
君
に
付
き
随

っ
た
国
公
老
撒
、
知
院
担
怯
来
、
丞
相
失
烈
門
等
も
そ
の
鯖
趨
に
迷
っ
て
槍
浪
と
し
て
明
に
投
じ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
貫

録
の
洪
武
二
十
一
年
冬
十
月
丙
午
(
初
六
日
〉
の
保
に
見
え
る
。
こ
の
文
書
の
記
さ
れ
た
冬
の
頭
月
即
ち
十
月
初
八
日
と
云
え
ば
、
ー
そ
の
二
日

後
の
こ
と
で
あ
る
。
冗
納
失
塁
が
和
林
方
面
に
居
た
と
す
れ
ば
、
東
北
蒙
古
の
形
勢
を
知
り
、
彼
も
亦
踊
趨
に
迷
い
、
元
時
の
封
領
で
あ
る
河

西
方
面
に
赴
く
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
コ
ム
ル
路
を
取
る
の
が
最
も
危
険
が
少
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
先
だ
ち
冗
納
失
塁
王
と
は
密
接
な
閥
係
に
あ
る
ナ
ム

γ
・
ギ
ュ
レ
ゲ

γ
、

思
ラ
に
こ
の
文
書
は
、

エ
ン
ケ
ト
ラ
・
パ
l
ト
ル
が
王
の

奮
領
安
堵
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
ろ
う。

王
の
目
ざ
し
た
所
が
コ
ム
ル
で
は
な
く
て
、
そ
と
そ
経
由
す
る
沙
瓜
州
等
の
河
西
の
地
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。



そ
の
費
接
に
は
、
洪
武
二
ナ
三
年
に
故
元
の
粛
玉
冗
納
失
呈
は
コ
ム
ル
よ
り
遣
使
遁
貢
し
た
こ
と
が
見
え
る
(
貫
録
五
月
乙
未
の
傑
〉
が
、

同
年
九
月
戊
申
(
十
九
日
〉
の
傑
に
は
、

上
以
恰
梅
皇
王
冗
納
失
呈
奥
別
部
互
相
讐
殺
、
遺
使
識
都
督
宋
昆
、
訓
練
涼
州
甘
粛
等
廃
兵
馬
、
備
之
。
(
巻
二

O
四〉

@
 

と
あ
る
。
和
田
博
士
は
「
暗
梅
里
が
宇
っ
た
別
部
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
也
速
迭
見
の
属
下
か
何
か
で
」
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
た
。
推
測
の
根

「
王
は
忽
ち
之
を
塵
服
し
て
甘
粛
河
西
の
透
外
ま
で
伸
び
た
の
で
あ
ろ
う
。
止
と
と
は
領
け
る
。

接
が
何
で
あ
っ
た
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

洪
武
十
七
年
に
一
度
は
明
に
来
揮
し
た
園
公
抹
台
等
も
、
二
十
四
年
正
月
戊
申
(
二
十
日
〉
の
僚
に
は
、

「
沙
州
王
子
阿
魯
寄
失
皇
等
、
遣
園

公
抹
台
・
阿
巴
赤
・
司
徒
苦
見
蘭
等
、
貢
馬
及
瑛
玉
。
L

(

省
二

O
七
〉
と
み
え
る
。
洪
武
十
三
年
に
明
軍
に
甘
粛
遼
外
で
捕
え
ら
れ
た
幽
玉
亦

憐
翼
の
後
嗣
と
思
わ
れ
る
所
の
幽
王
省
寄
失
皇
は
冗
納
失
皇
に
依
附
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
旦
コ
ム
ル
に
鎮
成
し
た
粛
玉
は
、
そ
の
ま
ま
そ
ζ

を
根
操
と
す
る
に
至
っ
た
。
貫
録
洪
武
二
十
四
年
二
月
戊
午
朔
の
慌
に
、

西
域
恰
梅
皇
王
冗
納
失
皇
遺
使
、
請
於
延
安
・
按
徳
・
卒
涼
・
寧
夏
、
以
馬
互
市
。
挟
西
都
指
揮
使
司
以
開
。
上
回
、
「
夷
批
賠
而
多
許
、

今
求
互
市
、
安
知
其
不
担
我
中
国
乎
。
利
其
馬
、
而
不
虞
其
害
、
所
喪
必
多
。
宜
勿
聴
、
自
今
至
者
、
悉
遺
京
師
。
」

(
巻
二

O
七〉

n
M
M
 

守よ

と
あ
り
、

そ
の
八
月
乙
亥
(
二
十
一
日
〉
の
傑
に
は
、

命
左
軍
都
督
余
事
劉
異
・
宋
昆
、
率
兵
征
暗
梅
星
。
先
是
、
西
域
団
紘
来
朝
貢
者
、
多
魚
崎
梅
呈
玉
冗
納
失
呈
所
阻
週
、
有
従
他
遭
来
者
、

又
遺
人
逝
殺
之
、
奪
其
貢
物
。
上
聞
之
、
乃
遺
翼
等
往
征
之
。
:
:
:
(
巻
一
一
一
一
〉

と
み
え
る
。
冗
納
失
呈
は
使
い
を
遣
し
て
、
険
西
北
遅
の
延
安
・
綾
徳
、
甘
粛
東
部
の
卒
涼
・
寧
夏
に
於
い
て
馬
の
互
市
を
要
求
し
た
の
に
封

し
、
明
の
太
租
は
ζ

の
提
議
を
拒
組
し
て
、
朝
貢
者
の
妨
害
を
理
由
に
、
劉
異
・
宋
昆
等
を
漉
遣
し
コ
ム
ル
の
玉
城
を
陥
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

@
 

そ
れ
に
つ
い
て
は
二
様
の
異
っ
た
所
俸
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
b
も
矛
盾
し
な
い
。
今
は
事
件
の
経
過
を
示
す
た
め
に
貫
録
に
よ
れ
ば
、

異
等
由
涼
州
、
西
出
恰
梅
呈
之
境
、
乗
夜
直
抵
城
下
、
四
面
圏
之
。
知
院
岳
山
夜
組
域
降
。
繋
明
冗
納
失
呈
腫
馬
三
百
飴
匹
、
突
圏
而
出
。

我
軍
宇
取
其
馬
。
冗
納
失
呈
以
家
属
障
馬
後
遁
去
。
員
等
遂
攻
破
其
域
。

19 
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と
あ
り
、
明
寧
の
劉
異
、
宋
田
成
等
は
幽
王
等
千
四
百
人
を
斬
り
、
王
子
別
列
怯
の
部
属
千
七
百
三
十
人
、
金
印
一
、
銀
印
て
馬
六
百
三
十
匹

を
捕
獲
し
た
と
い
う
。

ζ

の
時
に
後
の
忠
順
王
脱
脱
は
中
固
に
囚
わ
れ
の
身
と
な

っ
た
。
透
政
考
(
轡
五
)
は
紀
年
を
誤
っ
て
い
る
が
、

武
二
十
五
年
。
卒
発
将
軍
宋
昆
討
恰
密
、
檎
其
王
子
脱
院
。」
と
み
え
、
脱
脱
を
冗
納
失
星
の
王
子
と
理
解
し
て
い
る
。

「洪

冗
納
失
星
は
宋
日
成
等
の
征
略
に
よ
っ
て
潰
滅
的
打
撃
を
蒙

っ
た
で
あ
ろ
う
e

翌
二
十
五
年
十
二
月
辛
未
(
二
十
五
日
)
の
傑
に
遺
使
遁
貢
し

た
乙
と
が
貫
録
に
み
え
、
乙
れ
以
後
成
租
が
招
撫
し
始
め
た
永
築
元
年
(
一
四

O
三
)
ま
で
十
年
間
ほ
ど
コ
ム
ル
の
こ
と
は
み
え
な
い
。

し
恐
ら
く
喰
密
王
家
は
ζ

の
ま
ま
コ
ム
ル
に
落
着
き
、
そ
の
聞
に
冗
納
失
星
は
復
し
た
の
で
あ
る。

し
カ〉

洪
武
二
十
二
年
に
和
林
の
西
に
居
り
、
翌
二
十
三
年
に
始
め
て
コ
ム

ル
の
王
と
し
て
み
え
る
故
元
の
粛
王
冗
納
失
星
は
、
十
三
・
四
年
頃
に
甘

粛
逸
外
及
び
コ
ム
ル
方
面
に
在
っ
た
形
跡
は
な
く
、
十
七
年
頃
に
は
必
ず
和
林
方
面
に
居
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
元
君
脆
古
思
帖
木
見
曜
下
の

恰
刺
章
、
鐙
子
と
並
ぶ
大
酉
と
し
て
明
に
聞
え
た
阿
納
失
星
(
〉
ロ

E
E円
む
を
、
冗
納
失
塁

(
Cロ
g
r
E
)
そ
の
人
と
見
る
乙
と
は
安
嘗
で
あ

M
Y

。
二
十
一
年
に
ナ
ム
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ソ
等
が
明
に
上
奏
し
た
頃
、
や
は
り
彼
は
和
林
方
面
か
ら
コ
ム
ル
或
は
沓
領
の
河
西
に
赴
く
決
意
を
し

て
い
た
乙
と
も
略
々
確
買
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
冗
納
失
呈
は
コ
ム
ル
の
王
と
し
て
始
め
て
貫
録
に
み
え
る
洪
武
二
十
三
年
五
月
乙
未
(
初
三

日
〉
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
前
に
、
和
林
方
面
よ
り
コ
ム
ル
に
到
来
し
て
、
明
代
暗
密
王
家
の
始
祖
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

-20一

明
初
の
恰
密
王
家
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
概
観

洪
武
二
十
三
年
へ
一
三
九

O
)
に
冗
納
失
星
が
鎮
成
す
る
以
前
、
こ
こ
に
居
接
し
た
勢
力
で
、

い
く
ら
か
評
債
で
き
る
形
に
於
い
て
史
料
に

表
わ
れ
る
の
は
、
買
に
約
一
世
紀
前
の
こ
と
で
あ
る
。
元
時
に
於
け
る
こ
の
方
面
は
、
云
わ
ば
資
料
の
空
白
地
帯
で
あ
る
が
、
カ
イ
ド
・
ド
ワ

@
 

の
戟
凱
を
経
て
、
特
に
西
方
三
王
家
と
元
朝
と
の
友
好
関
係
の
成
立
へ
二
二

O
五
)
以
後
、
元
史
に
コ
ム
ル
の
こ
と
が
全
く
見
え
な
い
の
は
、

大
き
な
政
治
問
題
が
起
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ラ
コ
ジ
ョ
方
面
(
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ン
)
の
こ
と
で
は
一
、
二
元
史
に
み
加
、

ま
た
そ
こ
へ
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
王
家
の
勢
力
が
伸
び
た
形
跡
が
あ
る
。
河
西
の
沙
瓜
州
方
面
が
幽
王
出
伯
の
後
奇
遠
の
封
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
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述
し
た
。
そ
の
聞
す
な
わ
ち
元
朝
と
所
調
チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ウ
ル
ス
の
境
界
線
に
位
し
た

コ
ム
ル
に
は
、
恐
ら
く
注
目
す
べ
き
勢
力
は
接
っ
て
い

な
か
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
と
の
地
は
チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ウ

ル
ス
と
元
朝
を
結
ぶ
交
遁
の
幹
線
上
に
あ
り
、

し
か
も
一
三

O
五
年
以
後
、

元
朝
と
チ

ャ
ガ
タ

イ
家
等
の
西
方
三
王
家
と
の
交
渉
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
事
貰
か
ら
す
れ
ば
、
交
遁
路
の
要
衝
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ウ
イ
グ
ル
族
が
全
面
的
に
後
退
し

モ
ン
ゴ
ル
・
ウ
ル
ス
の
結
集
を
み
、
更
に
イ
ス
ラ
ム
化
が
促
進
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

ト
ル
キ
ス
タ
ン

は
所
謂
回
目
、
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
名
の
下
に
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
商
人
が
、

よ
り
度
範
圏
の
商
業
活
動
を
手
中
に
枚
め
た
時
期
で
も

あ
る
。河

西
の
主
要
都
市
に
於
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
存
在
が

既
に
ポ

I
ロ
の
時
代
(
十
三
世
紀
後
牢
)
に

認
め
ら
れ
た
と
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が

彼
等
は
そ
の
イ
ス
ラ
ム
勢
力
を
次
第
に
増
強
し
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う。

例
え
ば
徐
松
の
西
域
水
道
記
(
巻
王
〉
に
載
せ
ら
れ
て

い
る
元
至
正
八
年
(
一
三
四
八
)
の
莫
高
官
の
造
象
記
中
に
見
え
る
「
遠
来
轡

(ω
己
色
白
聞
と
西
寧
王

(
元
史
容
一

O
八
諸
王
表、

西
寧
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玉
、
天
暦
三
年
《
一
三
三

O
〕
封
〉
、
太
子
養
阿
沙
〈
元
史
牙
翠
沙
、
牙
安
、
沙

r
gロ(吋〉
ωgr)、
速
丹
沙

(ω己
筒
口

ωzr〉
」
或
は
「
暗
只

(国間
}日〉
」
等
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
的
名
稽
で
あ
る
と
と
は
、
彼
等
が
貫
際
に
信
者
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
の
太
租
が
元
時
よ
り
僑
居
す
る
サ
マ
ル
カ
ソ
ド
出
身
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
魔
置
に
苦
心
し
た
こ
と
は
、
貫
録

@
 

に
み
え
る
所
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
浸
透
を
物
語
る

た
だ
ポ
l
ロ
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
コ
ム
ル
に
つ
い
て
は
別
問
題
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
商
人
に
と
っ
て
キ
ャ
ラ
パ

ン
の
重
要
な
宿
畿
地
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
等
が
僑
居
す
る
に
値
す
る
だ
け
の
土
地
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
ζ

の
よ
う
な
恰
密
王
家
の
成
立
以
前
に
於
け
る
コ
ル
ム
の
蹴
態
を
見
透
し
て
、
明
初
(
洪
武
・
永
築
〉
に
於
け
る
情
勢
の
考
察
に
移
る

21 

ヲF

、ー
と
に
し

付 よ

つ
恰
密
衡
の
部
族
構
成
と
機
能
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元
史
巻
一
入
、
成
宗
本
紀
、
至
元
三
十
一
年
(
一
二
九
四
)
五
月
乙
亥
(
二
十
六
日
)
の
仲
間
に
は、

賜
亦
都
護
金
五
百
五
十
雨
・
銀
七
千
五
百
雨
、
合
迷
星
的
斤
帖
林
金
五
十
南
・
銀
四
百
五
十
雨
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
元
典
章
の
、

吾
見
毎
、
的
制
迭
林
馬
頭
晴
迷
里
毎
:
;
:
」

「
醇
調
皇
帝
(
世
組
〉
時
分
、
及
完
者
禿
皇
帝
(
成
宗
〉
時
分
、
曲
律
皇
帝

(
武
宗
)
時
分
、
亦
都
護
局
頭
畏

(
皇
慶
二
年
《
一
三
ご
ニ
》
三
月
の
聖
旨
〉
と
封
醸
し
、

的
斤
帖
林
(
的
助
迭
林

忠
m
z
t
岳
'

@
 

一
支
族
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

そ
の
配
下

ロロ
)
は
恐
ら
く
ウ
イ
グ
ル

・
イ
デ
ィ
ク
l
ト

(
亦
都
護
〉
の
(
賜
金
の
高
に
相
躍
す
る
ほ
ど
の
〉

の
コ
ム
ル
人
ら
(
恰
迷
皇
毎
〉
が
問
題
で
あ
る
が
、
具
瞳
的
な
考
察
は
買
に
明
代
の
中
期
ま
で
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
の
兵
部
尚
書
馬
文
升
は
弘
治
四
年
(
一
四
九
一
)
の
形
勢
に
つ
い
て
、

恰
密
園
、
回
回
、
畏
冗
見
、
喰
刑
灰
三
種
。
番
夷
同
居
一
城
、
種
類
不
費
、
彼
此
額
頑
。
北
山
一

帯
、

@
 

と
い
い
、
貫
録
弘
治
七
年
十
月
甲
申
(
二
十
九
日
)
の
僚
に
は
、

又
有
小
列
禿
、
野
包
克
カ
数
種
。

と
み
え
る
。
包
克
力
(
野
包
克
力
H
君
子
同
豆
島
ユ
ロ
)
は
唐
代
以
来
北
山
今
の
関
R
Z
W
吋

aru

@
 

部
族
と
い
わ
れ
る
。
貫
録
成
化
二
十
年
正
月
己
亥
(
十
一
日
)
の
僚
に
は
、

「
恰
密
部
落
野
包
克
カ
」

回
同

-mr印切己ロ
〈
吋

g
r
F
F】
ぷ
)
今
の
叶

g
r
切
己
島
方
面
か
ら
亦
集
乃

(
EE
2〉、

e

A明

(ω
住
ユ
Z
〈

芯

g
d
L〔
]
〕
呂
八
百
労
土
〉
)

吋
Raw巳
の
方
面
に
住
牧
す
る
ト
ル
コ
系
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初
恰
密
寄
住
夷
人
、
有
三
種
。

一
日
回
回
、

二
日
委
冗
見
、

三
日
恰
刷
灰
。

(
孝
寒
貫
録
巻
九
三
)

禽
山
等
甘
粛
境
外
に
ま
で
分
住
し
て
い
た
。

と
あ
る
が
、
他
失
把
力
恰
孫
(吋

gra

小
列
禿

と
あ
り

や
は
り
北
山
方
面
に
住
牧
し
た
。

は
貫
録
弘
治
十
年
十

一
月
庚
子

(
初
三
日
)
の
傑
に

@
 

恰
刺
灰
(
恰
酬
明
灰
O
N
H
H
向
。
口同
)
八
黒
羊
〉
〉
に
つ
い
て
は
弘
治
四
年
十

一
月
壬
辰
(
二
十
日
)

「
小
列
禿
、
野
也
克
力
、

理
居
左
右
。
」

そ
の
丙
申
(
二
十
四
日
)
の
僚
に
は
、

「
迩
西
恰
刺
灰
及
他
失

ト
刺
恰
孫
等
地
面
頭
目
、
原
属
品
目
密
。
」
と
あ
る
。
他
失
ト
刺
暗
孫
(
吋

g
r
H凶

mw-mrsg〉
は
今
述
べ
た
包
克
力
部
の
分
往
し
た
所
で
あ
る

@
 

が
、
暗
刺
灰
は
小
列
禿
と
共
に
瓦
刺
系
の
部
族
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
雨
者
と
も
さ
し
嘗
っ
て
詳
し
い
こ
と
は
知
ら
な
い
。

・
次
に
畏
冗
見
(
委
冗
克
己
釘
r
c吋)
族
勺
あ
る
。

恰
密
王
家
が
断
紹
し
て
(
天
順
三

・
四
年
《
一
四
五
九
J
六

0
3
後、

の
W

慨
に
遺
使
通
貢
の
記
事
が
あ
る
。

ζ

れ
が
貫
録
に
於
け
る
初
見
の
よ
う
で
、

明
が
コ
ム

ル
を



線
管
せ
し
め
た
の
は
、
畏
冗
見
族
の
把
塔
木
見
、
宰
慣
父
子
で
あ
る
。
貫
録
に
は
成
化
三
年
四
月
丁
酉
(
初
三
日
)
の
慌
に
、

命
喰
密
故
忠
順
王
脱
敷
帖
木
見
外
孫
都
督
同
知
把
苓
木
見
、
鳥
右
都
督
、
揖
行
園
王
事
。
賜
印
弁
金
織
衣
一
襲
。
(
憲
宗
質
鎌
倉
田

一〉

と
あ
り
、
成
化
八
年
(
一
四
七
二
)
に
子
の
宰
慣
が
こ
れ
を
緯
ぎ
、
弘
治
元
年
二
月
丁
未
(
十
三
日
〉
の
保
に
は
、
「
封
暗
密
衡
都
督
宰
慢
、

霜
忠
順
王
。
」
〈
孝
宗
貫
録
智
一
一
)
と
見
え
る
。
と
の
時
宰
慣
は
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
阿
黒
廊

(k
r
s
g
m
e
王
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
貰
際

@
 

に
は
封
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
蓋
し
コ
ム
ル
に
於
け
る
有
力
部
族
の
首
長
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
市
密
衝
は
彼
の
弟
奄
克
李
刺
が
掌
管
し
、

@
 

再
興
の
忠
順
王
侠
巴
・
奔
牙
即
を
擁
戴
し
た
。
そ
う
し
て
恰
密
忠
順
王
家
が
滅
亡
す
る
(
正
徳
八
年
・
一
五
ご
ニ
〉
前
後
に
粛
州
に
逃
居
し
た

が
、
な
お
恰
密
衡
を
稽
し
て
い
る
。
貫
録
嘉
靖
二
年
(
一
五
二
三
〉
九
月
実
巳
(
二
十
六
日
)
の
保
、
陳
九
時
等
の
奏
に
、
「
喰
密
衛
所
襲
都

督
把
的
宰
刺
故
、
乞
将
親
弟
此
吉
孝
刺
、
起
遺
襲
職
。
」
(
世
宗
貫
録
三
一
)
と
み
え
、
巌
従
簡
に
よ
れ
ば
、
「
奄
克
(
字
刺
〉
故
、
長
子
襲
、

〔吉〕

亦
故
、
弟
札
告
字
刺
襲
。
」
(
殊
域
周
杏
録
轡
ご
一
〉
と
あ
る
。
札
士
口
字
刺
の
こ
と
は
、
嘉
靖
二
十
四
年
九
月
戊
子
(
二
十
八
日
)
の
傑
に
も
、

「
恰
密
街
左
都
督
」
と
し
て
み
え
、
遺
政
考
(
巻
九
)
、
粛
州
番
の
僚
に
、
「
畏
冗
見
都
督
札
士
旦
字
刺
L

(
倉
一
五
)
、
順
治
四
年
の
保
、
甘
粛
巡
撫
張
尚
の
奏
に
、
「
暗
密
街
輝
和
爾
都
督
口
口
口
等
、
明
末
入
貢
、
:
:
:
」
と
あ
る
の
も
そ
の
ウ
イ
グ

ル
(
輝
和
爾
)
部
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
乙
の
種
族
が
農
耕
牧
畜
を
生
業
と
し
た
と
と
は
諸
種
の
記
事
よ
り
推
察
で
き
る
が
、
悌
教
徒
的
で
あ
っ

@
 

た
こ
と
も
疑
い
な
い
。
元
時
の
ウ
イ
グ
ル
・
イ
デ
ィ
ク
l
ト
の
一
支
涯
と
考
え
ら
れ
る
、
的
斤
帖
林
〈
叶
芯
吉
伸

wura--ロ
)
の
後
喬
で
あ
る
と

ポ

l
ロ
が
皆
偶
像
教
徒
と
み
た
所
の
、
所
謂
コ
ム
ル
人
(
恰

と
あ
り

都
韻
士
の
皇
明
蕃
部
要
略
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断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
同
じ
ト
ル
コ
系
の
包
克
カ
部
と
共
に
、

迷
旦
毎
)
を
構
成
す
る
有
力
部
族
で
あ
っ
た
と
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

回
回
は
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
が
、
陳
誠
は
コ
ム
ル
に
つ
い
て
、
「
蒙
古
・
回
回
、
雑
慮
於
此
、
衣
服
種
俗
、
各
有
不
問
。
」
(
西
域

番
闘
志
l
永
築
十
二
年
頃
の
こ
と
)

と

述

べ

る

。

イ

ス

ラ

ム

教

徒

の

頭

目

何

百

町

明

白

rnr吋
ロ
仏
'
U
E
は

@
 

同
内
向
世
田
区
日
〈
恰
密
域
)
に
住
居
を
構
え
て
、
悌
教
寺
院
の
近
く
に
モ
ス
ク
を
建
立
し
た
と
云
う
。
彼
は
貫
録
永
築
十
七
年
三
月
己
酉
(
初
五
日
〉

「
暗
密
所
部
頭
目
法
虎
見
丁
」
で
あ
る
@
「
蒙
古
」
と
帯
す
る
種
族
は
、
暗
密
王
家
と
、
そ
の
部
下
す
な
わ
ち
賓
録
永
幾
八

シ
ャ

l

・
ル
ク
の
使
節
に
よ
れ
ば

の
傑
に
見
え
る

お
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年
十
一
月
壬
午
(
二
十
日
)
の
傑
に
見
え
る
、
拾
刺
恰
納
・
買
住
・
那
那
等
の
所
謂
轄
担
部
腐
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
買
住
は
永
幾
三
年
十
月

@
 

に
沙
州
衡
を
以
っ
て
安
挿
さ
れ
、
指
揮
使
と
な
っ
た
が
、
貫
録
同
年
十
二
月
美
酉
(
十
一
日
)
の
傑
に
、
「
拾
密
踊
附
頭
目
買
住
・
察
翠
不
花
等
二

百
七
十
八
戸
、
居
苦
悩
皇
、
告
飢
。
」
(
巻
三
九
)
と
見
え
、
永
築
六
年
二
月
戊
子
(
初
九
日
)
の
傑
に
、
恰
密
王
家
の
使
臣
と
し
て
「
都
指
揮
同

知
買
住
」
と
あ
る
。
こ
の
時
共
に
入
朝
し
た
頭
目
恰
刺
暗
納
、
火
魯
忽
赤
は
各
々
都
指
揮
同
知
、
指
揮
使
と
な
っ
た
が
、
前
者
は
忠
順
王
脱
脱

の
使
臣
と
し
て
、
永
梁
七
年
二
月
に
再
度
入
貢
し
た
。
那
那
も
忠
順
王
の
頭
目
と
し
て
永
染
五
年
十
二
月
に
入
貢
し
た
。
彼
等
が
轄
担
部
を
率

⑬
 

い
る
者
で
あ
る
こ
と
は
、
買
住
の
部
下
赤
納
が
忠
順
王
の
-
岨
母
速
寄
失
皇
の
使
臣
と
し
て
入
朝
し
、
「
曜
組
赤
納
」
と
み
え
る
所
か
ら
わ
か
る
。

さ
て
洪
武
十
四
年
に
コ
ム
ル
か
ら
回
国
人
の
阿
老
丁
(
長
FIE-
ロ門
-
I
U
E
)
が
明
に
入
貢
し
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、

恰
密
王
家
の
始
租
冗
納
失

皇
が
最
初
に
遁
使
遁
貢
し
た
記
事
、
貫
録
洪
武
二
十
三
年
五
月
乙
未
(
初
三
日
)
の
傑
に
も
、

暗
梅
皇
王
冗
納
失
里
遺
長
史
阿
思
蘭
沙
・
馬
黒
木
沙
来
貢
馬
。

(
太
租
貫
録
巻
二

O
二
)

と
あ
り
、
阿
思
蘭
沙

(kraFロ
ω
E
F〉
・
馬
黒
木
沙
(
冨
品
目
昆

ω
E
r
)
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
的
名
帯
で
、

史
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
洪
武
二
十
年
に
明
軍
は
、
捕
魚
見
海
に
脱
古
思
帖
木
見
を
破
っ
た
際
に
数
百
人
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
商
人
を
攻

し
か
も
恐
ら
く
粛
王
府
の

一寸

長

-24一

容
し
た
が
、

元
時
威
武
西
寧
玉
、
粛
王
と
し
て
河
西
方
面
に
封
領
を
有
し
た
冗
納
失
里
は
、
恐
ら
く
和
林
方
面
に
居
て
も
そ
の
よ
う
な
サ
マ
ル

カ
ン
ド
出
身
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
擁
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
二
十
一
年
に
ナ
ム
ン
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
等
は
先
ず
遇
商
を
願
い
、
冗
納
失
星
玉
の
奮

領
安
堵
を
奏
請
し
た
が
、
二
十
三
年
に
コ
ム
ル
に
至
っ
た
冗
納
失
里
が
翌
年
初
に
延
安
・
粧
徳
・
卒
涼
・
寧
夏
に
於
い
て
馬
の
互
市
を
求
め
た

こ
と
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
商
人
の
商
業
活
動
を
念
頭
に
置
け
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
二
十
五
年
に
恰
密
王
が
遺
し
た
の
も
、
回
国
人
の

恰
只
阿
星
(
同
旦
七
〉
日
間
〉
等
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
隠
忍
十
年
成
租
の
招
撫
に
躍
じ
て
昔
時
の
恰
密
玉
、
冗
納
失
呈
の
弟
の
安
克
帖
木
見
が

涯
遣
し
た
使
臣
、
馬
喰
木
沙
揮
都
思
(
冨
与
自
民

ω
E
r
r
gロ
EE'gg)
等
も
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

恰
密
王
家
は
洪
武
二
十
四
年
秋
明
軍
の
た
め
に
潰
滅
的
打
撃
を
蒙
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
ら
く
サ
マ
ル
カ
ン
ド
方
面
出
身
の
、
主
と
し

て
商
業
活
動
に
従
事
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
擁
し
て
コ
ム
ル
の
要
衝
を
掌
握
し
、
成
租
の
懐
柔
策
に
乗
じ
て
奮
部
の
轄
担
人
等
を
支
配
下
に
置



き
、
土
着
勢
力
で
あ
る
ト
ル
弓
系
の
包
克
力
、

る。

畏
冗
見
等
も
順
次
勢
力
下
に
入
れ
て
名
貰
共
に
現
代
の
恰
密
王
家
と
し
て
費
展
し
た
の
で
あ

こ
の
よ
う
な
恰
密
衡
の
重
要
な
機
能
は
、
馬
匹
の
封
明
貿
易
の
中
纏
で
あ
っ
た
。
貫
録
永
築
五
年
六
月
戊
子
(
初
六
日
〉

の
傑
に
、

近
回
回
抗
安
名
帖
木
見
等
来
言
。
鬼
力
赤
数
人
至
暗
密
市
馬
。

(
巻
五

O
)

と
あ
り
、
同
年
十
一
月
丙
子
(
二
十
六
日
)
。
の
僚
に

前
命
西
寧
侯
宋
鼻
、
遺
都
指
揮
使
領
騎
士
一
千
、
同
買
馬
回
回
、
由
甘
粛
取
遣
、
出
暗
密
之
北
、
担
虜
動
静
。

と
み
え
、
翌
六
年
正
月
甲
子
(
初
五
日
)
の
傑
に
は
、

勅
縛
兵
官
都
督
何
語
、
遺
人
往
暗
密
等
慮
買
馬
、
以
硯
本
雅
失
皇
動
静
。

(
轡
五
四
〉

(
巻
五
五
〉

と
あ
る
。
中
園
に
於
い
て
馬
匹
を
市
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
商
人
は
コ
ム
ル
方
面
で
遊
牧
民
か
ら
馬
を
買
っ
た
の
で
あ
り
、

陳
誠
が

一
凡
経
此

-25一

虞
、
必
有
求
馬
。
」
(
西
成
番
園
志

)ι
云
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
買
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
で
ζ

そ
こ
う
し
た
コ
ム
ル
の

利
薮
を
忽
せ
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
先
ず
逼
北
可
汗
の
鬼
力
赤
で
あ
っ
た
。

準
北
可
汗
鬼
力
赤
と
の
関
係

同

鬼
カ
赤
と
王
家
と
の
関
係
は
、
「
温
北
可
汗
鬼
カ
赤
毒
死
之

(
H忠
順
王
安
克
帖
木
見
)
」
(
恰
密
衛
停
〉
と
見
え
る
ζ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
克

帖
木
見
が
忠
順
玉
に
封
ぜ
ら
れ
た
永
築
二
年
六
月
以
後
、
脱
院
が
襲
位
し
た
翌
年
三
月
ま
で
の
聞
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鬼
力
赤
が
忠
順
王

を
毒
殺
し
た
の
は
、
恐
ら
く
安
克
帖
木
見
が
明
に
内
附
し
た
か
ら
で
、
貫
録
永
幾
三
年
正
月
乙
巴
(
初
八
日
〉
、
轄
担
部
阿
魯
台
の
属
下
の
掃

胡
見
が
来
臨
し
て
停
え
た
傑
に
、
「
鬼
力
赤
聞
、
冗
良
恰
・
恰
密
内
岡
崎
朝
廷
、
途
相
猪
防
、
数
遺
人
、
南
来
窺
伺
。
」
(
管
三
三
)
と
あ
る
。

鬼
カ
赤
の
こ
と
は
、
賓
録
で
は
永
築
元
年
二
月
己
未
(
十
二
日
)
、
成
租
が
こ
れ
を
詔
議
し
た
傑
に
初
め
て
み
え
る
が
、
談
遷
に
よ
れ
ば
建
文
三

年
十
一
月
乙
酉
期
に
、
「
遁
北
可
汗
坤
帖
木
見
死
、
鬼
カ
赤
篤
可
汗
」
(
圏
権
智
一
一
〉
と
あ
る
。
買
は
彼
は
、
故
元
の
遺
喬
で
は
な
く
、
甘
粛
寧
夏

@
 

の
透
外
程
遠
く
な
い
所
に
根
接
を
有
し
た
、
瓦
刺
部
の
酉
首
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
王
家
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
瞭

25 
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で
な
い
。
し
か
し
、

「
鬼
力
赤
敷
遺
人
至
喰
密
、
市
馬
。
」
(
貫
録
永
築
五
年
六
月
戊
子
の
篠
〉
と
か
、

「
安
克
帖
木
見
妻
子
、
往
依
鬼
カ
赤
。
」

一
躍
親
密
な
交
渉
の
あ

っ
た
こ
と
を
孫
想
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

(
貫
録
永
染
五
年
七
月
壬
子
朔
の
篠
)
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、

な
こ
と
は
成
租
が
コ
ム
ル
経
営
を
始
め
て
か
ら
、
記
録
に
残
さ
れ
た
事
責
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
貫
録
洪
武
二
十
三
年
正
月
辛
卯
(
二
十
七
日
〉

太
一週
が
脱
古
思
帖
木
見
の
遺
臣
を
招
撫
し
た
傑
に
み
え
る
、
故
元
の
卒
章
貴
力
赤
の
後
身
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
永
築
以
前
か
ら
王
家
と
閥
係

コ
ム
ル
の
経
済
を
忽
せ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

を
有
し
、
蒙
古
の
覇
櫨
を
一
時
掌
握
し
た
背
景
に
は
、

同

東
チ
ャ
ガ
タ
イ
王
家
と
の
開
係

ビ
シ
ュ
パ
リ
ク

(
別
失
八
皇
、
∞
U
Y
W白
E
乙
方
面
に
蟻
っ
た
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
と
王
家
と
の
閥
係
も
明
ら
か
で
な
い
。

た
だ
安
克
帖
木

見
の
毒
殺
事
件
を
報
ず
る
永
袋
三
年
四
月
庚
辰
(
十
五
日
〉
の
傑
に
、
「
沙
迷
査
干
率
丘
ハ、
討
鬼
カ
赤
之
罪
。
上
聞
而
嘉
之
。
」
と
あ
り
、

に
関
連
す
る
事
質
と
思
わ
れ
る
の
が
、
同
年
二
月
庚
寅
(
二
十
四
日
)
の
傑
、
回
国
人
の
倒
冗
(
仲
間
0

・4
2
ハ
ロ
ロ
唱
と
の
言
に
、

れ

ω}阿国ヨ
ι
し『白}戸間口

で
あ
る
が

そ
れ
に
は
何
ら

β
h
v
 

n4
 

と
み
え
る

e

沙
迷
査
干
王
と
は
、

撒
馬
見
軍
国
回
輿
別
失
八
皇
沙
迷
査
干
王
般
道
、
率
兵
東
向
。

⑬
 

タ
リ
キ
・
ラ
シ
ィ
デ
ィ
に
み
え
る
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
王
家
の

(
省
一
二
三
〉

し
か
し
彼
の
父
関
r
E
H
H内
ydq凶
v
r
の
こ
と
は
相
嘗
詳
し
い
記
事
が
あ
っ
て
、
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
、
カ
ラ
コ
ジ
ョ
に
王
自

ら
遠
征
し
た
と
い
司
て
い
る
。
同
E
N町
閃
r
d
q
E
白
r
は
貫
録
の
別
失
八
旦
王
黒
的
見
火
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
遁
貫
(
洪
武
二
十
四
年
)
或
は

詔
識
(
洪
武
三
十
年
〉
の
記
事
で
、
永
築
に
入
れ
ば
子
の
沙
迷
査
干

Q
F
B
J
F
Eロ
)

詳
し
い
記
述
は
な
い
。

の
通
責
に
代
り

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

る
が
、
明
ら
か
で
な
い
。

タ
リ
キ
・
ラ
シ
ィ
デ
ィ
が
閃
E
Nぽ
何
日
当
旦
印
}
H

に
騎
し
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
遠
征
は
買
は
ω
}
g
H
H

ご
し
「
同
}
岡
山
口
の
事
蹟
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ

い
ず
れ
に
し
て
も
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
王
家
に
と

っ
て
恰
密
王
家
は
同
租
の
藩
王
的
存
在
で
あ
っ
た
と
共
に
、
コ
ム
ル
の

経
掛
に
も
強
く
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

伺

明

朝

と

の

閥

係

故
元
の
主
君
脆
古
思
帖
木
見
膳
下
の
大
王
と
し
て
、

明
に
周
え
た
冗
納
失
皇
は
、
洪
武
二
十
三
年
に
コ
ム
ル
に
至
り
、
沙
瓜
州
方
面
の
故
元



勢
力
を
配
下
に
政
め
る
と
共
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
商
人
等
を
擁
し
て
明
遺
に
通
商
を
求
め
、

一
方
西
域
の
朝
貢
者
を
妨
害
し
て
勢
威
を
示
し

た
。
と
れ
に
封
し
太
租
が
通
商
を
拒
紹
し
て
、
洪
武
二
十
四
年
秋
に
不
意
に
コ
ム
ル
を
夜
襲
し
た
。
蓋
し
明
に
と

っ
て
嘗
然
の
翠
で
あ

っ
た
で

ζ

の
時
晴
密
王
冗
納
失
星
の
子
脆
脆
は
明
軍
に
捕
獲
さ
れ
た
。

あ
ろ
う
。

明
に
於
い
て
は
太
租
崩
じ
尊
い
で
建
文
の
内
凱
と
な

っ
て
、
暫
く
透
境
の
経
略
は
杜
組
し
た
。
成
租
は
即
位
し
て
、

長
年
甘
粛
方
面
を
鎮
守

し
て
い
た
老
臣
宋
昆
が
入
朝
し
、
コ
ム
ル
方
面
の
形
勢
が
明
瞭
と
な
る
と
、
コ
ム
ル
経
笹
を
壷
策
し
た
。
先
ず
院
院
を
抜
擢
し
て
宿
衛
で
養

い
、
暗
密
王
の
安
克
帖
木
見
を
招
撫
し
始
め
た
。
永
幾
二
年
六
月
に
安
克
帖
木
見
を
忠
順
王
に
封
じ
た
と
と
が
意
外
に
功
を
奏
し
て
、
翌
三
年

三
月
に
は
保
儲
王
院
院
を
コ
ム
ル
に
遺
っ
て
忠
順
王
を
縫
が
せ
た
。
脱
脱
は
愚
鈍
で
コ
ム
ル
人
の
衆
望
を
措
う
人
物
で
は
な
か

っ
た
が
、
明
朝

八
年
衡
に
陸
格
)
、
沙
州
衛
(
永
幾
三
年
設
立
)
に
次
い
で
恰
密
衛
(
永
柴
田
年
設
立
)
を
創
置
し
、

は
赤
斤
蒙
古
千
戸
所
(
永
幾
二
年
設
立
、

特
に
暗
密
王
家
を
優
遇
し
た
の
で
あ
る
。

成
租
の
コ
ム
ル
経
営
の
意
圃
が
ど
の
透
に
あ
っ
た
か
。
確
か
に
コ
ム
ル
は
「
西
域
諸
園
か
ら
の
、
所
謂
朝
貢
貿
易
の
開
門
と
す
る
と
共
に
、

@
 

遜
外
諸
国
の
情
勢
を
把
握
す
る
た
め
の
耳
目
」
と
す
る
に
相
醸
し
い
地
理
的
要
衝
に
あ
っ
た
。
し
か
し
と
の
こ
と
は
成
租
の
馬
の
輸
入
政
策
と

密
接
な
開
係
に
於
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貫
録
洪
武
三
十
五
年
九
月
壬
辰

(十
二
日〉

の
僚
に
は
、

回
回
可
古
思
於
寧
夏
市
馬
、
請
官
市
之
、
以
資
透
用
。
上
従
之
。
:
:
:
軍
民
私
市
者
禁
之
。
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快
西
行
都
司
奏
。

(
倉

一
二
下
〉

と
あ
る
が
、
永
築
元
年
四
月
壬
成
〈
十
六
日
)
の
傑
に
は

西
北
諸
夷
各
遺
人
朝
賀
、
貢
馬
及
方
物
。
上
以
其
遠
至
、
且
奮
所
定
馬
直
薄
、
命
躍
部
、
第
馬
之
高
下
、
増
結
之
。

(
倉

一
八〉

と
あ
り
、
同
年
十
月
暗
密
王
の
使
臣
馬
暗
木
沙
海
都
思
(
冨
与
B
E
ω
v
s
r
cロ
az
fg
c
)
等
が
入
朝
し
て
来
た
時
に
は
、
成
租
は
甘
粛
練

兵
官
の
宋
晶
に
勅
議
し
て
、

蓋
厚
往
薄
来
柔
遠
之
道
。
凡
進
貢
回
固
有
馬
欲
貰
者
、
聴
子
侠
西
従
使
交
易
。
須
約
束
軍
民
、
勿
侵
擾
之
。

(告
三

ニ
)

27 

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
時
馬
仏
柏
木
沙
揮
都
思
等
は
百
九
十
匹
の
馬
を
進
貢
し
、

四
千
七
百
四
十
匹
を
市
易
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
コ
ム
ル
方
面
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か
ら
馬
の
輸
入
そ
は
か
っ
た
の
は
事
買
で
、
「
馬
政
重
事
、
其
加
意
精
思
。
」
(
永
幾
六
年
三
月
壬
成
《十
三
日
》
の
傑
)
と
も
勅
識
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
一
方
に
於
い
て
蒙
古
の
躍
桓
可
汗
鬼
力
赤
と
密
に
交
渉
を
持
ち
、
ま
た
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
諸
国
に
連
な
る
最
前
線
の
そ
の

一
支
涯
と
し
て
、
馬
の
封
切
中
繕
貿
易
を
掌
握
す
る
恰
密
王
家
そ
懐
柔
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
家
を
優
遇
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
一
段
と
馬
の
輸
入
は
促
進
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
鵡
療
策
と
も
な

っ
て
、
成
租
は
コ
ム
ル
を
明
の
藩
簸
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
太
租
が
果
し
得
な
か
っ
た
サ
マ
ル
カ
ン
ド
‘

易
の
重
要
な
閥
門
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
e

へ
ラ

i
ト
の
シ
ャ

1
・
ル
ク
の
使
節
は
忠
義
王
克
力
帖
木
見
の
こ
と
を
、

BE--
毒
し
て
い
る
。
ど
う
し
て

E
g
凶〈

G
F
S
C
H
-
の

0
3
5
3Vと
い
わ
れ
た
か
明
ら
か
で
た
ど
し
て
も
、
恰
密
王
の

ヘ
ラ

l
ト
方
面
と
の
園
交
が
聞
け
る
と

コ
ム
ル
は
西
域
の
襟
喉
と
し
て
朝
貢
貿

d
Eロ
m
U
叶
冊
目
配

コ
ム
ル
に
於
け
る
立
場
の
一
端
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仁
宗
・
宣
宗
も
亦
成
租
の
遺
徳
を
縫
い
で
暗
密
王
家
を
優
遇
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
成
祖
崩
じ
て
明
の
封
外
政
策
は
大
き
く
襲
り
つ
つ
あ
っ
た
。
先
ず
仁
宗
が
即
位
す
る
と
、
貫
録
永
築
二
十
二
年
八
月
丁
巳
(
十

五
日
)
、
維
新
の
事
宜
を
宣
布
し
た
僚
に
、

一
、
往
逝
西
撤
馬
見
翠
・
失
刺
思
等
腐
買
馬
等
項
、
及
暗
密
取
馬
者
、
悉
皆
停
止
。
終
去
給
賜
毘
匹
磁
器
等
件
。
就
於
所
在
宮
司
入
庫
、
馬

。。
n
4
 

舵
牒
匹
、
係
官
給
者
、
白
交
還
官
。
係
軍
民
買
排
者
、
給
還
原
買
之
人
。
原
差
去
内
外
官
員
、
倶
限
十
日
内
起
程
赴
京、

不
許
託
故
稽
留
。

(
洪
照
貫
録
智
一
上
〉

と
み
え
る
。
す
な
わ
ち
コ
ム
ル
方
面
か
ら
の
馬
の
輸
入
を
停
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
宣
宗
に
あ

っ
て
も
特
に
コ
ム
ル
方
面
よ
り
馬
匹
を
輸
入
す

る
理
由
は
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
に
馬
の
封
明
貿
易
中
艦
基
地
と
い
う
コ
ム
ル
の
立
場
は
大
き
く
轄
換
し
始
め
た
。
明
朝
と
の
関
係
も
別
な
展

聞
を
す
る
の
で
今
は
こ
れ
ま
で
に
と
ど
め
る
。

結

宝玉
ロロ

以
上
私
は
明
初
洪
武
・
永
幾
期
に
於
け
る
恰
密
王
家
に
つ
い
て
考
察
し
、
成
租
の
コ
ム
ル
経
営
に
言
及
し
た
。
特
に
、
恰
密
王
家
の
始
租
冗



納
失
皇
は
洪
武
二
十
三
年
(
一
三
九
。
)
初
に
和
林
方
面
よ
り
コ
ム
ル
に
至
り
、
明
代
暗
密
王
家
の
起
原
を
な
し
た
と
い
う
考
察
を
行
な
っ
た
。

し
か
し
「
納
門
尉
馬
書
」
に
よ
れ
ば
、
彼
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
支
涯
で
、
元
時
河
西
方
面
に
封
領
を
有
し
た
ら
し
い
と
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

ζ

の
こ
と
は
ベ
リ
オ
、
松
村
氏
が
恰
密
王
家
を
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
の
曾
孫
チ
ュ
ベ
イ
に
出
自
す
る
と
み
た
こ
と
を
傍
聾
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
明
代
暗
密
王
家
は
そ
の
起
原
に
於
い
て
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
一
支
涯
で
あ
る
と
共
に
、
故
元
の
有
力
な
残
存
勢
力
で
あ
り
、
し
か
も
甘
粛

河
西
方
面
と
は
密
集
な
聞
係
を
有
し
た
。
コ
ム
ル
と
云
う
地
理
的
保
件
と
相
侯
っ
て
、
中
園
・
蒙
古
・
酉
威
を
結
ぶ
要
素
を
備
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
諸
閥
係
は
更
に
詳
し
く
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

永
築
・
洪
無
期
に
於
け
る
明
朝
・
コ
ム
ル
の
交
渉
表

酉

暦

年

議

月

日

コ

ム

ノレ

よ

り

明

朝

よ

り

皇

明

賓

録

-29ー

一一一一
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六 五四三
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。ゲゲ四 ~.f -.ゲ - ~.f 元

四月 回月 ニ月 正喜月 丸喜見 二月 十一 六早月 十閏 十一
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亥朔 壬成

貢

馬 四等来
謝十

~.f ~.f 勿 勿 /; /; 勿 ~.f ~.f 大巻貫録事長
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四
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七
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'7 '7 '7 '7 

一
四

O
八
万

'7 

一
四

O
九
万

/7 17 17 '7 

一
四
一

O
一ゲ

|国

'7 

17 ゲ17 

'7 

ゲ
一
五
月
丁
巳

17 

ゲ
一
十
一
月
丁
卯

'7 

。
干
三
月
甲
寅

五
一
三
月
庚
午

17 

ゲ
一
六
月
甲
午

'7 

ゲ
干
一
月
己
未

17 

ゲ
一
十
二
月
丙
戊

17 

ゲ
干
二
月
戊
申

六
三
月
戊
子

'7 

。
一
九
月
戊
申

一
月
庚
辰

七

17 

三
間
四
月
戊
申

ゲ
一
九
月
丙
申

'7 '7 

ゲ
干
一
月
辛
卯

'7 

。
干
一
月
乙
未

八
一
十
一
月
壬
午

九

月
戊
辰

17 

。
一
五
月
丁
亥

'7 

三
七
月
甲
戊

。
一
九
月
庚
午

17 

恰
密
忠
順
王
脱
脱
租
母
速
寄
失
星
及
頭
目
各
遺
人

謝
罪
。
脱
脱
遣
陪
臣
謝
思
。

上
命
遺
使
賓
勅
各
戒
稔
之

ο

遺
使
賜
恰
密
忠
順
王
脱
脱
及
其
祖
母
母
綜
幣
。
ム
叩

一
其
頭
目
六
十
阿
里
等
十
九
人
魚
都
指
揮
千
百
戸
等

恰
密
忠
順
一
土
租
母
速
寄
失
里
遺
使
赤
一
型
一
寸
、
貫
罵
一
腕

γ側
酬
明
所
請
也
。

三
十
五
匹

恰
密
忠
順
王
脱
脱
退
人
貢
馬
。

恰
密
回
国
洗
刺
従
等
貢
馬
。

恰
密
頭
目
把
都
古
等
来
朝
。

M
F
口
密
術
指
揮
馬
馬
火
者
等
来
朝
貢
馬
。

上
復
遺
使
戒
議
院
脱
。
井
賜
脱
脱
締
向
情
。

賜
之
紗
幣
。

賜
襲
衣
総
幣
。

賜
之
紗
幣
。

恰
密
忠
順
王
脱
院
選
頭
目
那
那
貢
馬
。
賜
紗
幣
有
差
。

一
一
賜
脱
脱
等
文
幣
百
疋
緑
絹
二
百
五
十
疋
。
命
恰
刺

蜘
閉
山
一
…
酬
肝
一
細
目
一
肌
創
価
相
官
畑
一
醐
一
一
時
間
羽
田
頁
住
一
一
輪
一
鵬
一
噌
揮
同
知
火
雲

b'

赤
潟
指
揮
使
、
倶
賜

恰
密
術
所
鋲
撫
黒
的
見
等
来
朝
進
隅
砂
。
一
賜
之
紗
幣
。

昨
日
密
忠
順
王
脱
脱
遺
都
指
揮
同
知
恰
刺
恰
納
等
貫
一

馬
e

川
市
密
術
指
揮
同
知
母
搬
等
遺
人
来
朝
貢
馬
。

恰
密
忠
順
王
脱
脱
及
巴
思
四
十
安
克
王
遺
指
揮
伯
顔

架
児
只
等
貢
馬
。

恰
密
等
慮
回
回
保
管
等
貢
馬
。

恰
密
回
国
馬
里
山
繭
恰
非
思
迫
人
貢
綱
砂
。

恰
密
故
忠
順
王
脱
脱
母
遺
蒙
寄
帖
木
見
貢
方
物
、

謝
賜
祭
脱
脱
恩
。

恰
密
術
指
揮
那
速
見
丁
等
貢
馬
及
方
物
。

命
百
戸
李
成
往
賜
脆
脱
金
織
文
締
表
一
一
員
。

賜
紗
幣
襲
衣
。

賜
紗
幣
襲
衣
。

賜
紗
三
千
七
百
錠
。

設
恰
密
術
借
綱
司
。

遺
指
揮
母
撒
等
使
恰
密
。

遺
都
指
揮
張
鬼
力
赤
梁
北
斗
奴
指
揮
徐
民
使
恰
密

賜
祭
忠
順
王
脱
脱
。

命
離
部
給
紗
。

賜
紗
幣
、
命
蒙
寄
帖
木
見
震
千
戸
。

賜
之
紗
幣
。

17 

巻

四

'7 

各
四
七

'7 

'7 

17 

単
位
四
八

'7 

各

五

O

17 

単
位
五
四

。

17 

17 

'7 

'7 

単
位
五
五

。

各
五
九

- 30-

'7 

単
位
六

17 

単
位
六

。

容
六
六

17 

容
六
七

17 

17 

17 

巻
七
三

17 

省
七
五

。

単
位
七
六

'7 

省
七
七

17 

省
七
入
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/.1 /.1 /.1 /.1 
一
四
一
一
一
一
グ

/.1 /.1 四

/.1 

/.1 
一
四
一
四
万

一
四
一
五
万 ク

hv
干
月
葵
卯

グ

ゲ
一
十
月
乙
巳

/.1 

ゲ
干
一
月
壬
申

グ

ク
一
十
一
戊
寅

土
三
月
丁
未

グ

ゲ
西
月
己
巳

ク

h
q

一
五
月
辛
丑

十
二
正
月
乙
未

/.1 

。
一
十
一
月
辛
丑

十
二
干
月
丙
戊

十
三
干
一
月
己
酉

謝忠
恩義

朝日合瑛恰。王
貢密。密菟
馬街回力
及 指 田 中 占
珊揮百木
砂虎戸見
。 禿 阿 遺
帖馬陪
木丹臣
見等阿
千来都
百朝見
戸、火

母貢者
撒馬
等及貢
来玉馬

賜賜賜賜
之賓紗恰
紗有千密
幣差錠等

。文廃

締使
二臣
十宴
匹

山
市
密
衛
指
揮
同
知
恰
刺
馬
牙
貢
馬
。

恰
密
故
忠
順
王
脱
脱
母
遺
人
貢
馬
。

恰
密
忌
義
王
菟
力
帖
木
見
遣
人
貢
馬
。

恰
密
忠
義
王
菟
力
帖
木
見
遺
使
掌
吉
帖
木
見
等
貢

馬
。
(
十
一
月
葵
丑
)
陛
僻
。

川
市
密
忠
義
王
菟
力
帖
木
見
井
都
指
揮
加
納
法
虎
完

了
等
遺
使
貢
馬
。
(
二
月
辛
卯
)
辞
還
。

封
恰
密
菟
力
帖
木
見
震
忠
義
王
。
遺
指
揮
程
忠
等

賓
勅
。
賜
印
諮
及
線
幣
二
十
匹
玉
槽
一
束
。

賜
綜
幣
遺
帰
。

賜
之
紗
幣
。

(
五
月
丁
亥
)
賜
宴
。

賜
恰
密
使
臣
奥
足
等
宴
。

賜
完
力
帖
木
見
及
其
母
弁
故
忠
順
王
脱
院
母
緑
幣

有
差
。

命
掌
吉
帖
木
見
魚
都
指
揮
象
事
官
、
の
賜
之
宴
。

(
十
一
月
美
丑
)

上
命
賜
菟
力
帖
木
見
其
母
以
下
金
織
文
締
繰
絹
有

差
。
其
部
属
都
指
揮
恰
刺
苦
出
等
亦
各
賜
総
幣
。

賜
紗
幣
有
差
。

丹揮命(
魚余日合十
所事密ー
銀、忠月
撫撤義辛
。都王亥
見菟)
震力
副帖
千木
戸見
、使

買巨
丹赤
篤丹
百不
戸花
、震

醇指

(
十
二
月
甲
子
朔
)

賜
恰
密
等
庭
使
臣
等
宴
。

震順賜(
都王亮二
督脱力月
余腕帖辛
事母木卯
、綜見)

賜幣線
終絹幣
幣各及
表十絹
裏疋各
各、百

十陸疋
疋J1l;、
。納其

法母
虎及
見故
丁底、

/.1 

倉
七
九。

ググ

/.1 

/.1 

/.1 

/.1 

需主

^ 

ク

ク

グ

容

^ 

/.1 

各
八
七

/.1 

品
也
九
O

/.1 

出
世
九
四

- 31ー

/.1 

/.1 

/.1 

巻
九
九

グ

/.1 

ク

/.1 

/.1 

司§

。。
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一
四
一
六
万

一
四
一
七
万

1; 
一
四
一
八
万

1; 
一
四
一
九
一
ゲ

1; 1; 
一
四
二

O
一ゲ

一
四
一
一
一
一
一
ゲ

1; 1; 
一
四
二
三
一

o
二
十 十

四
干
月
丙
戊

十
互
九
月
甲
寅

ゲ

竺
十
一
月
己
卯

十
六
三
月
庚
子

1; 

十
七ゲ

三 三 九
月月月
己丙戊
酉午 申

朔

1; 

。
一
九
月
丁
巳

。

主
十
一
月
丙
午

十
八
一
閏
正
月
葵
酉

十

月
甲
戊

1; 

竺
十
二
月
戊
子

1; 

ゲ
一
十
二
月
甲
辰

ハ
月
丙
子

恰
密
忠
義
王
菟
力
帖
木
見
遣
指
揮
院
院
不
花
貢
馬

三
百
匹
。
恰
密
回
回
馬
黒
腕
撤
刺
只
等
各
貢
方
物
。

(
十
一
月
了
巳
)
僻
院
。

馬恰物恰恰
及密。密密
方忠忠忠
物義義義
。王王王
克菟克
力力力
帖帖帖
木木木
児見見
遣遣選
使使冗
把阿馬
失力見
忽迭 j少
里里貢
等等馬

貝

貢方

恰
密
等
魔
回
回
土
魯
迷
失
等
百
三
十
七
人
来

朝
貢
馬
。

貢恰
馬密
及忠皮百恰
方義珊五密
物王砂十等
。克等人魔
力物貢使
帖。馬巨
木三及
児千経
遺五商
使百回
冗四回
馬十満
児 六 刺
火匹撒
者及丁
等紹等
、 鼠二

拾
密
忠
義
王
菟
力
帖
木
見
遣
使
赤
丹
卜
花
貢
馬
。

恰
密
忠
義
王
克
力
帖
木
見
遣
使
金
黒
馬
喰
蹴
及
土

魯
番
都
督
弔
ア
吉
見
察
、
貢
馬
千
三
百
疋
、
柳
城
打

刺
牢
者
馬
見
丁
、
及
恰
密
大
師
虎
都
卜
丁
等
貢
羊

二
千
襲
。

(
瓦
刺
賢
義
王
太
卒
等
遺
使
賞
馬
謝
侵
掠
恰
密
之

罪
)
恰
密
忠
義
王
克
力
帖
木
見
等
亦
遺
使
献
馬
。

恰
密
忠
義
王
克
力
帖
木
見
遣
使
冗
馬
見
火
者
等
九

十
人
貢
千
疋
、
舵
三
百
三
十
六
頭
。

(
十
一
月
己
刻
)

賜
恰
密
忠
義
王
使
臣
院
院
不
花
等
及
恰
密
回
回
馬

黒
麻
撒
刺
只
等
宴
。

(
十
一
月
了
巳
)
賜
紗
幣
有
差
。

賜
紗
幣
遺
還
。

者目烏締遺凡綜(製命(
言法有南中賜幣遺衣把十
其虎差各官紗。中。失二
能見、七李高官(忽月
致了故十信錠李三里焚
鵡等忠疋林文淫月潟巳
延亦順井春締等壬指)
接各王其使七)子揮賜
故賜子母日合十賜)使宴
也統ト及密疋 n合賜、
。自答妃賜総密宴徐
、失金忠絹忠 c震

以里珠義二 義 百
朝及国王百王戸
使恰姑兎疋菟
自 密冠力。力各
西所服帖 帖賜
域部井木 木冠
還頭締児 見事習

賜
紗
三
高
二
千
錠
文
締
百
匹
絹
千
五
百
匹
遺
還
。

賜
冗
馬
見
火
者
等
紗
及
締
島
、
命
種
部
並
賜
宴
。

賜
恰
密
衛
回
回
正
使
格
失
等
宴
。

賜
紗
幣
有
差
。

賜
賛
有
差
。

各
賜
総
幣
表
裏
。

優
賜
以
苔
之
。

1; 

宅主

。

1; 

ゲ

1; 

1; 

1; 

宅書

。
七

ゲ

宅主

一O
八

1; 

宅主

。
九

1; 

宅書

1; 

宅書

一一一
- 32一

ゲ

宅主

四

1; 

毛主

五

1; 

宅書

ー」

ノ、

1; 

宅主

一一一
一

ゲ

宅書

四

1; 

ゲ

1; 

宅書

一
二
五



お

一
四
二
四
万
二
十
二
一
正
月
丁
亥

q 

。
一
正
月
丁
酉

。
。

河
葵
丑

。

。

/，/ 

三
三
月
己
丑

ゲ

。

三
三
月
己
亥

。
。

。
一
八
月
戊
辰

/，/ 

。

。
一九
月
戊
寅

/，/ 

。

之
九
月
甲
申

/，/ 

。

。
一
十
月
己
未

。
ゲ

。
一
十
一
月
突
酉

。

一
回
二
五
一
洪
照
元
一
二
月
壬
寅

。

月
乙
巳

/，/ 

グ

月
己
未

/，/ 

註① 

'
制
問
組
問
日
T
戸
格
牙
思
掛
川
馬
見
寧
四
回
途
・
1
各
賜
紗
幣
。

恰
密
忠
義
玉
菟
カ
帖
木
見
遣
使
冗
馬
見
火
者
等
九
一
一
賜
紗
六
歯
周
一
百
五
錠
繰
幣
七
十
表
裏
絹
千
一
十
一
一

十

人

買

馬

、

(

正

月

甲

辰

〉

僻

選

。

一

匹

。

恰

密

回

国

失

阿

蛮

等

貢

羊

馬

。

一

賜
之
紗
幣。

恰
密
忠
畿
王
菟
カ
帖
木
見
遣
使
打
刺
宰
馬
黒
麻
迭
一

カ
迷
失
見
等
百
六
十
人
貢
馬
及
方
物
。
一
優
賜
審
員
之
。

吟
回
国
苦
刺
虎
カ
敏
苔
等
来
朝
貢
羊
馬
等

賜
襲
衣
及
紗
幣
表
裏
有
差
。

槍
密
衡
指
揮
禿
見
迷
失
等
賞
馬
。

賜
紗
幣
有
差
。

恰
密
回
国
者
刺
カ
丁
等
貢
方
物
。

賜
襲
衣
鯵
幣
表
裏
遣
選
。

恰
密
回
図
舎
人
阿
力
等
貫
方
物
。

賜
之
紗
幣。

品
目
密
等
慮
回
佃
捨
黒
馬
黒
麻
等
貢
馬
及
方
物
一
賜
紗
幣
有
差
。

一
選
中
宮
魯
安
等
、
以
邸
位
認
識
階
密
忠
義
王
克
力
一

。

一
帖
木
見
、
弁
賜
之
紙
幣
表
襲
。

桝
密
近
遣
人
進
硫
黄
、
従
前
不
問
恰
密
産
此
一

ミ

恰
密
忠
義
王
副
知
力
帖
木
見
透
打
刺
竿
馬
恰
木
一
賜
衣
服
紗
幣
表
裏
有
差
。

沙

等

奏

事

。

一

恰
密
忠
義
玉
莞
力
帖
木
見
透
入
賞
馬
。

一
賜
紗
幣
表
裏
。

。
宅喜

一
一
一
入

。

。

。

q 

/，/ 

/，/ 

/，/ 

/，/ 

洪
照
賞
鎌
倉

下

/，/ 

各
二
上

/，/ 

念
二
中

/，/ 

容
三
下

-33一

/，/ 

容
四
上

。

宅
七
上

/，/ 

/，/ 

/，/ 

出
世
七
下

松
田
祭
男
n

伊
苔
屯
田
考
(
和
田
博
士
吉
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
)
八

七
一

1
八
八
三
頁
。

ベ
り
オ
氏
は
コ
ム
ル
と
云
う
地
名
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
音
鎖
蝿
変

化
を
想
定
し
、
恰
密
(
国
同

-g-)
は
ウ
J

イ
グ
ル

・
ト
ル

コ
語
。
曲
目
己

に
封
臆
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
私
は
恰
密
(
民
釦

-gF〉
が
直
接
に
は

(
A
V
4

、
￥
・
ず
￥
u
瑚
)

ο由
自
己
〉
O
由
自
己
V
D
O
S
E
-
(
U

』

Y
F〉

。

事
由
時
(
出
血
‘
日

F

〉

歯車古
諮
問
『
曲
目
己
か
ら
来
た
も
の
と
思
う
。
ソ
グ
ド
文
書
に
よ
れ

ば
関
同
日
間
】
と
讃
め
、
ウ
イ
グ
ル
文
書
に
は

O
〉

Z
F
と
あ
り
、

前
者
は
一
世
紀
か
二
世
紀
末
の
文
書
と
云
わ
れ
(
司
・
同
V
拘

]roH〉、

① 



34 

後
者
は
唐
末
に
属
す
る
文
書
で
、
。
〉
冨
円
、
か
ら

Oω
自
己
叉
は

0
2
5
}
の
地
名
が
想
定
さ
れ
る
と
云
う
(
沼
閏
亨
)
。
明
代
筆
夷

需
語
で
は
高
昌
館
の
僚
に

O
同
自
己
、

縫
組
館
の
僚
に
円
ハ
ゲ
曲
目
戸
、

四
回
館
の
僚
に

O
〉
宮
円
、
と

あ

る

(
東
洋
文
庫
所
第
本
、

衆
文
の

項〉
。
な

お

国

王

y

醤
旗
本
、
四
四
課
語

(
補
遮
)
、
地
理
門
の
傑

K
、
「
恰
密
、
鴎
木
勤
、

O
B戸
」
と
見
え
る
か
ら
、

02F

は

O
曲
目
己
と
積
め
る
。
向
車
古
語
形
に
つ
い
て
は
、

歯
車
古
源
流
に

の

E
自
己
と
見
え
(
円
・
し
『
・
ω
n
y日
正
門
)
、
明
初
の
洪
武
刻
本
幸
吉
間
静

穏
に
「
合
迷
里
」
(
烈
Y
虫
色
}
)
と
あ
る
。
ヴ
ル
コ
・
ポ
l

ロ
の
聞
い

た
名
は
、

わ
即
日
ロ
]
((リ回
目
ロ
ア

2
ロ
C
F
f
n}戸田
口己
Fy
n-MωEc--

F
自
己
)
で
、
二
二
四
一
年
(
元
至
正
元
)
頃
に
滞
在
し
た

マ
リ
ヨ

り
は
烈
曲
目
巳
と
一
玄
い、

ベ
ル
シ

ャ
資
料
、
の
阻
止
m
N日
の
記
録
〈
一

O
五

o
l五一一)、

z
g
E円曲目・
P
E
E
-
u
の
記
事
(
一
三
四

O
)
に

は、

O
Z
J司
戸
即
ち

O
白H
H
M

巳

と

み
え
る
と
い
わ
れ
る

百・

司
巾
}

{

F

O
同
)
。

き
て
ウ
イ
グ

ル
文
警
に

見
え
た
所
の
、

。
〉
宮
戸

が

O
白H
H
M
M
-

K
近
い
鼎
豊
田
で
あ
っ
た
か
ロ
即
日
己
に
近
か
勺
た
か
知
る
ζ

と
は
で

き
な
い
が
、
恐
ら
く
一
元
代
に
は
既
に
賞
際
に
は

O
同
自
己

K
近
い
設

事
日
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
と
で
元
史
等
に
見
え
る
、
合
木

里
(
出
回
・
自
己
ム
仲
谷
一
五
、
至
元
二
十
六
年
二
月
の
傑
)
、

甘
木
星

(烈

g
・5
守
口
倉
一
六
、
至
元
二
十
七
年
正
月
の
係
〉
、
感
木
魯

(同

B
・S
c・-
E

谷
ニ

O
二
、
八
思
巴
閣
時
附
紙
、
必
蘭
納
識
里
侍
)
、

柄
模
星
(
同
.
0
・
日
守
口
経
世
大
典
酋
北
地
附
録
図
)
等
は

O
曲
目
己
]

に
封
臆
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
合
迷
里
(
出
0
・
日
工
』
倉
一
四
、
至
元

二
十
三
年
十
月
。
倉
一
二
、
九
徳
七
年
二
月
、
各
二
一
、

大
徳
八
年

① 

四
月
。
)
、
合
迷
宮
寓
(
出
0
・5
T口
容

一
五、

至
元
二
十
五
年
十
月
。)、

喰
密
力

(出
血
・
自
工
F

倉
一
二
二
、
也
而
求
阿
而
感
的
斤
停
)
、
渇
密

里

(
穴‘
0
・EF--一
容
二
ニ
三
、
脱
力
世
官
侍
)

は
或
は

O
即
日
ロ
に

糾
割
腹
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
合
迷
里
は
三
ケ
所
に
見
え
、

元
典
章
の
拾
迷
塁、

明
初
の
合
迷
里
民
通
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

同
Y
白
自
己
と
云
う
蒙
古
語
形
が
成
立
す
る
過
涯
を
示
す
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
明
初
(
永
擦
の
初
)
に
喰
密
と
云
う
地

名
が
、
明
朝
の
史
官
に
よ

っ
て
採
用
き
れ
た
時
に
、
既
に
ウ
イ
グ

L
F

・
ト
ル

コ
語
で
は

O
即
日
三
、

蒙
古
語
で
は

同ハゲ
曲
目
二
と
一
広
う

区
別
が
厳
然
と
し
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る。

明
太
租
貫
録

に
み
え
る
、
袷
梅
里
(
出
守
自
己

AS
E
G
--v)
が

0
2
5
-
に
由

来
す
る
か
同
ゲ
白
自
己

に
よ
る
か
、

差
笛
っ
て
知
り
ょ
う
が
な
い
が
、

貫
録
の
初
見
は
洪
武
十
三
年
で
そ
の
頃
コ
ム
ル
に
嬢
っ
た

主
勢
力

は
、
モ

γ
ゴ
ル
族
で
は
な
く
て
、

ウ
イ
グ
ル
・
ト
ル
コ
系
の
住
民
で

あ
っ
た
ζ

と
は
、
本
論
で
考
察
す
る
。

(参
考
文
献
)

司
・
可
冊
目
{
F
O
同

H
Z2
2
0口
ζ
R
n
o
HVo-o
H・司・

5ω
羽
田
亨
日

吐
魯
審
出
土
回
鶴
文
摩
尼
数
値
悦
祈
願
交
の
断
簡
(
羽
田
博
士
史
皐
論

文
集
下
鼻
咽
三
二
五

l
三
四
七
頁

(∞円。

z
n
z
g分
同
日
冨

E
5
2白】

H
N
2
0
5
Z
P
口
・
旬
-
M
0
7

白色
5
2巳
の

g凹吋曲目
ur可

2
ι
出戸
田・

同

O
H
U『
日

u
-
H
H
D

出

5
7
奮
燕
筆
夷
課
語
に

つ
い
て
は
、
北
海
道
大
摩
本
田
貿
信
先
佳

か
ら
御
教
授
を
頂
い
た
。

松
村
潤
日
明
代
恰
密
王
家
の
起
原
(
東
洋
皐
報
第
三
九
谷
第
四
鋭
三

一一
l
四
七
頁
)
。

- 34一



35 

@ 

M
V

・同
um--ZHH
円
、
四
回

D
Y
s
r
ω
ミ
『
正
田
口
臼
曲
目
ロ
仏
刊
で
}
M
U
g
-
H叩

向
日
押
印
冨
吉
岡
・
ロ
O
Z
H
O
ω
・
(
寸
口
口
口
問

3
0・
40-ω
∞
・
宅
-
H
2
l
H
ω
∞)

佐
口
透
日
河
西
に
お
け
る
モ
ン
ゴ

ル
封
建
王
侯
(
和
田
博
士
遜
暦
記

念
東
洋
史
論
叢
二
六
六
頁
)
。

成
租
が
行
な
っ
た
と
と
ろ
の
、
東
函
に
於
け
る
冗
良
晴
三
衡
の
務

際
、
南
面
よ
り
北
進
し
た
蒙
古
経
路
に
つ
い
て
は
、
和
田
清
「
明
初

の
歯
車
古
経
路
。
冗
良
叫
恒
三
衡
の
本
擦
に
つ
い
て
。
冗
良
叫
恒
三
衡
に
闘

す
る
研
究
上
、
下
。
」
(
東
直
史
研
究
家
古
焦
)
を
参
照
す
る
。

明
代
満
蒙
史
料
、
蒙
古
一
、
ニ
六
三
頁
。

貫
録
永
幾
五
年
七
月
壬
子
朔
の
僚
に
、
「
安
克
帖
木
見
妻
子
往
依
鬼

カ
赤
」
と
あ
り
、
永
築
九
年
に
忠
義
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
所
の
、
菟
力

枯
木
見
は
安
克
帖
木
見
の
子
と
考
え
ら
れ
る
。

太
宗
貧
鎌
倉
四
七
、
永
幾
四
年
十
一
月
了
卯
の
係
。

寅
録
永
幾
八
年
八
月
乙
卯
の
肱
開
花
、
「
寧
遼
侯
何
一一
滴
纏
罪
自
殺
。
命

遁
剣
爵
。
初
上
以
繭
奮
人
、
委
以
心
腹
、
命
鎮
西
陸
。
繭
雛
有
才
暑
、

穂
積
銃
極
、
気
志
日
時
輔
、
及
従
征
沙
漠
、
数
逮
節
度
。
筆
臣
有
一吉
其

罪
者
。
上
曲
怠
容
之
。
濡
快
快
有
怨
言
。
歪
是
、
都
察
院
般
車
究
之
、

一
繭
懐
自
経
死
。
」
(
轡
七
一
)
と
み
え
る
。
談
還
は
、
「
史
言
、
何
寧
遠

縄
放
銃
極
。
従
征
沙
漠
、
数
遠
節
度
、
而
不
指
其
賞
。
・
:
」
(
園
梶
谷

一
五
)
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
因
に
何
一
漏
が
寧
遠
侯
(
穣
千

二
百
石
)
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
永
幾
七
年
九
月
庚
午
朔
の
と
と
で
、

そ
の
甲
申
(
十
五
日
)
の
僚
に
、
「
敷
甘
粛
線
兵
宮
寧
逮
侯
何
一
扇
練
高

人
従
征
。
」
(
園
権
倉
一
四
)
と
あ
る
。

交
渉
表
参
照
。

〉
ヨ

σ曲師帥曲仏目

ι刊
ωwnr白
Hor
出
向
日
仏
刊
吋
曲
目

R
Fロ
四
件

ι.曲ロ片岡叩帥

① ⑥ ③ ① ⑬①  ⑫@  

⑬ 

M
V
H
F

ロ
ロ
冊
目
白

g
g
Eロ
師
陣
円
初
日
宮
町
四
日
仏
己
保
}
岡
田
仲
曲
目

(ζ
・

冨
・
、
H
，
r
g
mロ
O
士
河
巳
巳
F
O
ロ
回
岳
山
去
〈
間
同
担
ぐ
白
山
可
阻

m
g
の
ロ
江
叩
Z
H
-

、H
，

o
g
o

ロ・)。

O
E
R
n自
身
。

(
Z
o
z
n
2
2
何
阿
片
岡
側
一
昨
帥
)
の
唖
押
し
た
も
の
を
参
照

で
き
な
か
「
た
の
で
、
今
玄

-Z
-
H，

F
2
g
o
H
の
も
の
に
よ
っ

て
、
ベ
リ
オ
氏
の
ロ

g
m
(吋
.0ロロ

m
p
g
〈
o-ω
∞・司
-Hω
∞
)
を
参

照
し
た
。

ベ
リ
オ
氏
は
既
に
晴
密
王
の
世
系
表
を
提
示
し
て
い
る

(
H，.
0
ロロ
m

M
M

白0
・
〈
o-ω
∞
-
H
y
.
H∞
∞
〉
沼
》
開
口
会
円
冊
戸

、吋釦

-u-zcm恥ロ臥国
-
0
・

m
F
R
U
E
同
仏
内
曲
目
》
H
E
n
o印
仏
0

0

0

自
己
]
)
。
嬰
更
し
た
所
を
示
す
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。
ベ
リ
オ
氏
が
明
史
の
「
兎
(
ペ
ロ
)
力
帖
木
見
」

を
菟
力
帖
木
見

(ZHE---t・自己
-RY)
と
訂
正
し
た
の
は
正
し

い
。
し
か
し
明
史
の
「
故
忠
義
王

(
H菟
力
柏
木
見
)
弟
脆
歎
帖
木

見
」
と
云
う
記
事
は
従
い
難
い
。
質
録
に
は
付
洪
照
元
年
間
七
月
甲

子
の
僚
に
「
忠
義
王
菟
カ
帖
木
見
、
井
王
子
土
平
帖
木
見
等
」
と
あ

り
、
口
宣
徳
二
年
十
月
丙
子
の
僚
に
、
「
忠
義
王
弟
脱
歎
帖
木
見
」
と

み
え
、
国
三
年
正
月
庚
寅
の
僚
に
、
「
故
忠
義
王
菟
カ
帖
木
見
之
子
脱

歎
帖
木
見
、
嗣
骨
川
忠
翁
王
。
」
と
あ
る
。
明
史
の
編
者
は
付
の
土
干
帖

木
見
(
、
叶
ピ

sE口
、
吋
国
吉
田
同
)
を
脆
歎
帖
木
見
(
寸
・
0
・r
c曲
ロ
ベ
郎
自
由
同
)

と
は
別
人
と
考
え
て
口
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
れ
は
同
一
人

と
考
え
る
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
白
を
正
し
い
と
見
る
の
が
妥
賞

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
子
の
「
腕
腕
塔
木
克
」
は
貫
録
に
は
別
に

「
脱
脆
帖
木
見
」
と
も
あ
る
(
宣
徳
元
年
五
月
辛
未
の
僚
に
「
暗
密

忠
義
王
子
脆
脆
帖
木
見
」
と
あ
り
、
正
統
二
年
十
一
月
甲
午
の
傑
に

「
封
袷
密
脱
脆
塔
木
克
箆
忠
義
王
」
と
み
え
る
。
)
な
お
明
入
所
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仰
の
字
暗
躍
帖
木
見
(
$
回
0
5
4
3
d
E円
)
が
貫
録
の
卜
列
草
(
別
に

「
字
羅
寄
」
、
「
字
羅
革
」
と
も
見
え
る
)

の
誤
即時
で
、
-
へ
り
オ
氏

が
脱
院
に
出
自
を
求
め
た
再
興
の
王
家
の
忠
順
王
侠
巴
は、

閥
列
堅

〈何
回
同
四
郎
ロ
)
太
子
に
出
自
す
る
安
定
王
家
の
出
身
で
あ
ろ
う
。
今

そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
。

遇
政
考
(
園
立
北
卒
図
書
館
善
本
叢
書
第
一
集
)
谷
五
、
西
域
、

「
洪
武
二
十
五
年
、
卒
発
将
軍
宋
日
成
討
暗
密
、
捻
其
王
子
脆
脱
。
」
と

あ
り
、
皇
明
遜
紀
倉
五
、
辛
未
洪
武
二
十
四
年
八
月
、
「
命
都
督
宋

日
成
・
劉
氏
、
統
兵
征
恰
密
。
」
と
み
え
る
。

松
村
潤
二
前
掲
省
三
四
頁
。

般
従
筒
二
妹
場
周
杏
録
省
一
二
、

茅
瑞
徴
一
皇
明
伯
郡
膏
鎌
倉
六
、
徐

懇
来
日
園
朝
典
設
省
一
七
二
、
兵
部
三
入
。
山
間
松
村
潤
日
明
史
西
域

待
子
関
考
(
東
洋
皐
報
第
三
七
谷
第
四
蹴
七
八

l
一

o=一官民)
参
照
。

和
田
清
日
明
初
の
竣
古
経
路
、
都
督
機
英
の
阿川
西
経
略
(
前
掲
書
三

六

1
三
九
頁
)
。
山
間
英
宗
貫
録
容
九
五
、
正
統
七
年
八
月
丙
午
の
僚

に
、
「
沙
州
境
内
苦
悩
嘗
域
」
と
あ
る
。
苦
路
城
は
嘉
硲
闘
か
ら
四

百
二
十
支
里
と
い
わ
れ
(
大
清

一
統
志
各
二
二
二
、
安
西
府
古
蹟
)
、

恰
密
は
一
千
六
百
支
里
と
述
べ
ら
れ
(
明
史
恰
密
衛
縛
)
或
は
粛
州

か
ら
一
千
五
百
支
里
と
も
云
う
(
郷
暁
)
。
差
蛍
っ
て
苦
俗
、
品
目
密

聞
の
正
確
な
里
程
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

一
千
支
塁
前
後
と
見
て
大

差
な
い
で
あ
ろ
う
。
苦
硲
城
に
つ
い
て
は
徐
松
の
記
述
が
あ
る

(西

域
水
道
記
袋
三
)
。

「
畏
否
児
」
に
つ
い
て
は
元
史
成
宗
本
紀
袋
二
一
、
大
徳
八
年
四
月

丙
戊
の
傑

κ、e

「
畏
吾
見
、
合
迷
竪
」
と
あ
る
。

乙
れ
は
元
典
章、

刑
部
省
一
五
、
「
畏
吾
克
等
公
事
約
曾
」
に
、
「
畏
吾
見
毎
」
「
恰
迷

⑬⑬  ⑫ ⑬ 
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里
毎
」
と
み
え
る
も
の
に
封
隠
す
る
・
も
の
で
あ
り
、
そ
の
語
義
は
明

代
中
期
に

コ
ム
ル
の

一
一極
族
と
し
て
み
え
る
「
畏
冗
見
」
或
は

「
委

冗
見
」
と
は
匿
別
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
清
の
呉
庇

成
の
西
夏
書
事
省
三
六
、
紹
興
二
十
三
年
夏
五
月
の
係
に
、
「
畏
苔

見
居
伊
州

(コ

ム
ル
)
剖
ど
と
い
い
、
マ
ル
コ

・
ポ
l

ロ
が
コ
ム
ル

を
、
ロ
ロ
間
三
(
河
西
)
に
入
れ
、
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ソ
(
同
口
開
口
円
5
2
)

を
カ
ラ

コ
ジ
ヨ

(の白『
由
n
rD
m
O
)
方
面
に
限
っ
た
よ
う
K
、
「
喪
吾

克
之
地
」
と
は
、
カ
ラ
コ

ジ
ヨ
・
ル
ク

チ
ュ
ン
等
を
指
す
所
の
、
コ

ム
ル
を
含
ま
な
い
、

狭
義
の
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ソ
を
指
し
た
言
葉
と
見

え
る
。
(
安
部
健
夫
υ

西
ウ
イ
グ
ル
国
史
の
研
究

一
二
八
、
五
一
一
一

賀、

三
O
E
Z
hFMMAw-ご
OH
H
ZR
g

F
S
H
--u
-H
E
参
照
)

和
田
博
士
が
「
脱
古
思
帖
木
見
の
統
治
は
東
は
満
州
か
ら
西
は
申
盈

に
至
る
ま
で
」
と
み
ら
れ
た
の
は
、
阿
納
失
里
を
喰
密
王
冗
納
失
望

と
解
圃
押
さ
れ
、
明
史
恰
密
衛
停
の
記
事
に
は
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ

な
い
か
ら
、
阿
納
失
皇
は
時
国
時
コ
ム
ル
に
竣
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
和
国
滞

日
前
掲
省、

二
五
、
四

O
、
九
六
頁
。

和
田
清
日
前
掲
番
三
ニ

l
二
九
、
一

八

一
l
一
八
四
頁
。

イ
タ
リ
ア
の

宣
数
師
マ

リ
ヨ

リ
(
玄
白
石
ロ
0

5
)

(

一
三
四
二
ヰ

内元
至
正
元
V

頃
コ
ム
ル
に
滞
在
し
た
と
い
う
)
は
、
「
タ
タ
ー
ル

(吋

R
Z
Z
)
と
そ
の
他
の
種
族
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
乙
の
タ
タ

ー
ル
が
い
か
な
る
勢
力
か
知
り
ょ
う
が
な
い
。
ゎ

-
E・
J

へ
E
Z
H

P
F
a
由
主
叶
『
命
名

a
H，
Z
Y
2・
〈
♀
ロ
・

3
・
ω
$・
ω
8

米
園
議
曾
図
書
館

マ
イ
F

ロ
Z
O
M
m缶
、

火
源
潔
課
、
明
洪
武
問

刻
本
車
中
夷
謬
諮
(
残
存
一
容
)
。
函
芥
極
秘
笈
第
四
位
問
所
枚
。
開
-

民
間
同ロ
U
n
y
H
M凶
Z
0・z
oロ
m
o--
R
7
0
0
r己ヨ
2
5
40ヨ
開
口
宏

- 36一
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仏

g
E
γ
r
r
zロ
nrHZ・
2
8
M〉
等
参
照
。
乙
の
筆
夷
課
語
は
い

う
ま
マ
も
な
く
、
洪
武
十
五
年
に
勅
を
奉
じ
て
輸
相
林
侍
講
火
源
潔
、

同
編
修
馬
沙
亦
黒
等
が
編
第
、
二
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
語
集
と
い
く
つ
か
の
文
例
か
ら
成
り
、
先
に
燭
れ
た
「
勅
趨
部

行
移
安
苔
納
恰
出
」
と
「
納
門
樹
馬
寄
」
は
そ
の
文
例
で
あ
る
。
そ

の
他
の
文
例
に
つ
い
て
も
洪
武
二
十
一
・
二
年
に
比
定
き
れ
る
も
の

が
多
く
、
事
寅
に
卸
し
て
い
る
。

例
え
ば
治
則
和
卓
(
同
内
『
同
町
向
剛
9
2
0
)
は
高
畠
の
ζ

と
で
、
ウ
イ

グ
ん
文
書
に
は
会

Oomo--
と
見
え
て
い
る

(
U円
・
の
え

2
0
E
C

〉
}
回
目
叩
昨
日

d
uぷ
山
口
吋
阻
む
N
】
出
町
民
匂

-
E
O
A
0
2
0》

(
C名・
H
Y
M
∞。)、

中
央
ア
ジ
ア
古
代
語
文
鰍
《
西
域
文
化
研
究
第
四
V

二
O
三
頁
、

A
A
O
F

ぎ
る
〈
高
畠
綿
布
〉
等
)
@
抑
A

恰
刺
火
州
(
元
史
)
、

の同

g
n
r
o
S
(呂田
HgHUG-o)
等
の
如
く
同

E
H同
穴
『
と

o
と
い

う
地
名
は
元
代
よ
り
見
え
始
め
る
も
の
で
、
こ
れ
は

ROomD3

(
〈
高
園
田
)
に

R
O
R同
=
(
V
H
P
R白
)
を
冠
し
て
起
っ
た
に
違
い
な
い
。

恰
刺
(
同
y
m
H
国
)
を
冠
す
る
地
名
は
、
元
代
以
後
と
み
に
多
く
見
ら

れ
る
所
で
あ
る
。
そ
ζ

で

り

o
F
〈
沙
洲
〉
を
沙
州
の
象
古
語
調
梓
と

解
す
れ
ば
、
同
『
帥

g
u
o
Z
は
沙
州
今
の
敦
爆
の
乙
と
に
な
る
。
そ

の
地
が
一
万
末
明
初
に
於
い
て
粛
王
と
は
密
接
な
関
係
の
あ
る
闘
王
等

の
封
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
松
村
氏
が
指
摘
し
た
遁
り
で
あ
る
。

和
田
清
日
前
掲
筈
四
一
頁
。

右
間
四
二
頁
。

冗
納
失
塁
は
阿
納
失
望
、
忽
納
失
里
、
古
納
失
望
の
四
種
の
音
課
を

以
っ
て
表
わ
れ
る
が
、
ペ
リ
オ
氏
に
よ
れ
ば
、
古
納
失
星
(
の
ロ
ロ
守

帥
V
E〈
印
可
・
の
ロ
宮
跡
H
M
)

が
忠
寅
な
音
蒋
で
、
冗
納
失
皇

(
Cロ
守

@⑧⑧  

⑧ 

ω
片
岡
山
)
、
忽
納
失
呈
(
国
ロ
ロ

g
r
E
)
は
口
蓋
音
化
し
な
い
〔
ロ
〕
の

前
に
か
け
る
〔
ml〕
の
岨
罰
則
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
云
う
。
「
忽
納
失

塁
」
は
コ
ム
ル
か
ら
の
上
表
に
よ
り
、
「
冗
納
失
星
」
は
蒙
古
が
ら

の
停
聞
に
よ
り
、
「
阿
納
失
星
」
は
更
に
そ
れ
が
説
っ
て
聞
え
た
相

違
で
あ
ろ
う
。

佐
口
透
日
十
四
世
紀
に
於
け
る
元
朝
大
カ
l
y
と
西
万
三
王
家
と
の

連
帯
性
に
つ
い
て
(
北
亜
細
亜
事
報
第
一
積
一
五
一

1
一
一
一
四
頁
。
)

元
史
容
三
四
、
文
宗
本
紀
三
、
至
順
一
元
年
九
月
美
巴
(
一
三
三

O
)
、

「
復
立
総
管
府
於
拾
刺
火
州
」
と
あ
り
、
元
史
容
四
て
順
帝
本

紀
、
至
正
七
年
十
月
戊
成
こ
三
四
七
)
、
「
西
春
盗
超
凡
二
百
徐

所
、
陥
仏
国
刺
火
州
、
規
供
御
稀
菊
酒
、
殺
使
臣
」
と
み
え
る
。

松
村
潤
日
前
掲
書
(
東
洋
拳
報
第
三
九
谷
第
四
貌
四

0
1四
六
頁
。
)

明
史
省
三
三
二
、
西
域
四
、
撒
馬
見
容
の
傑
に
、

「
一
元
時
回
回
循
天

下
。
及
是
、
居
甘
惜
刑
者
伶
多
、
詔
守
臣
悉
遺
之
。
於
是
、
蹄
撒
馬
見

雫
者
千
二
百
絵
。
」
と
あ
る
が
、
貫
録
の
洪
武
二
十
五
年
十
二
月
乙
亥

の
僚
に
、
そ
の
ζ

と
が
み
え
、
そ
れ
よ
り
先
、
周
年
二
月
美
亥
の
昨
慨

に
は
、
「
先
是
、
嘗
選
回
回
、
使
西
域
諸
国
、
留
其
家
鹿
居
子
商
涼
、

逗
溜
五
年
不
選
。
其
飲
回
回
展
遜
土
者
、
叉
敷
居
川
親
掠
、
骨
坤
塗
将
所

獲
、
事
問
。
上
以
回
回
王
使
者
、
朝
貢
往
来
、
恐
其
園
生
遁
震
。
命

徒
居
揚
州
。
銃
而
復
有
願
翠
家
選
本
地
者
。
上
始
疑
其
翁
岡
田
我
中

図
。
至
是
、
命
日
成
等
、
自
今
西
番
回
回
来
互
市
者
、
努
入
城
。
若
朝

貢
之
使
、
欲
入
城
者
軸
緒
。
」
(
省
二
二
ハ
)
と
あ
る
@

安
部
健
夫
日
西
ウ
イ
グ
ル
厨
史
の
研
究
一
二
七
頁
。

馬
文
升
日
興
復
時
密
国
王
記
八
事
海
類
編
)
。

和
国
連
問
リ
セ
菟
力
考
(
前
掲
番
八
五
五

t
八
六
五
頁
)
。
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同

ν
-
H
V
巳
ロ
D
昨
日
叶
4
0
己
口
問
可
白

D-

〈
D
]
ω

∞-
H
Y
H
ω
ω

可
-
H
V巾
--HD汁

H
H
σ
H
L
・
H
Y
H
ω
0
0同
門
問
。
口
同
叉
は

O
m
g
』

D
同

孝
宗
賓
録
碍
省
甘
竺
一

O
、
成
化
二
十
二
年
七
月
壬
申
の
係
。

孝
宗
貫
録
巻
二
九
、
弘
治
二
年
八
月
乙
卯
の
傑
に
、
「
巡
撫
甘
粛
都

御
史
羅
明
等
奏
。
織
原
封
故
恰
密
街
左
都
督
宰
慎
忠
順
王
勅
書
印
信

冠
服
。
:
:
:
蓋
勅
印
未
至
之
前
、
空
恨
己
遇
害
故
也
。
」
と
あ
る
。

孝
宗
貫
録
各
三
て
弘
治
二
年
十
月
戊
申
の
傑
に
、
「
命
恰
密
故
都

督
窄
恨
之
弟
奄
克
字
刺
、
盟
都
督
周
知
。
」
と
あ
り
、
弘
治
五
年
二
月

丙
寅
の
係
、
侠
巴
を
忠
順
王
に
封
じ
た
傑
に
は
、
「
の
賞
暗
密
都
督

周
知
奄
克
字
刺
、
及
陸
都
指
揮
使
阿
木
郎
潟
都
督
余
事
、
議
令
擁
戴

侠
巴
、
以
立
園
。
」
と
あ
る
。
ま
た
武
宗
貫
録
巻
六
、
弘
治
十
八
年

十
月
丙
辰
、
速
壇
奔
牙
印
を
忠
順
王
に
封
じ
た
傑
に
は
、
「
命
都
督

奄
克
字
刺
、
の
掌
時
密
衛
印
信
、
僧
都
督
寓
亦
虎
仙
、
協
力
佐
之
。
」

と
み
え
る
。

厳
従
簡
日
殊
域
周
客
録
巻
二
一
、
拾
密
の
胤
慨
に
、
「
所
管
畏
冗
見
一

種
、
己
襲
職
普
事
沼
町
修
図
師
一
員
。
」
と
見
え
る
。

⑧ ⑧ ⑩ 

宮
・
宮
・
、
H，Y
2
2
2
H
F
正・

太
宗
貫
録
各
三
八
、
永
幾
三
年
十
月
美
酉
の
係
、
明
史
容
三
三

O
、

西
域
二
、
沙
州
街
の
係
参
照
。

交
渉
表
参
照
。
太
宗
質
録
各
四
九
、
永
幾
五
年
五
月
壬
申
の
傑
に

は
、
「
上
勅
甘
粛
総
兵
官
西
寧
侯
宋
日
成
目
。
間
来
恒
師
縫
組
赤
納
、
本

是
沙
州
衛
指
揮
使
買
住
所
部
。
今
赤
納
潟
都
指
揮
余
事
。
宮
居
買
住

之
上
O
i
-
-
-
今
己
陸
買
住
潟
都
指
揮
同
知
、
賜
諾
命
冠
帯
。
」
と
み

・
え
ヲ
心
。

和
田
清
円
前
掲
書
二

O
六

l
一
二
二
頁
。

Z
-
巴一白
ω

E

L

明
・
ロ
・
列
。
ω
ω
日
〉
z
z
z
q
D同
叶
，

Z

7
向
。
問
『
口

]ω

口問

(

U
自

己

門

戸

】

〉

E
戸
(
、
H
，y
m
吋
国

HFrr十
同
N
g
r
-岳
〉

司
司

-mHi--
日一刊・∞∞

⑮
松
村
潤
日
前
掲
書
(
東
洋
皐
報
第
三
九
谷
第
四
腕
三
二
頁
)
。

⑨

H
M
-
H
M
m
L
2
2
H
F
正
・
(
叶
4
0
ロロ四

P
5・
〈

c
-
8・
HYHω
由
)

補
註
。
貫
録
は
京
都
大
皐
附
属
図
書
館
所
戴
本
と
中
園
江
蘇
国
皐
園
書
館
侍

紗
本
に
よ
っ
た
。
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